
令和元年第４回阿武町議会定例会（第１号）                          令和元年 12 月 11 日 

－1－ 

議事日程 

開会 令和元年12月11日（水）午前９時00分 

  開会の宣告 

 議長諸般の報告 

 町長あいさつ  

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 一般質問 

追加日程第１ 発議第２号 議長辞職願の許可について 

追加日程第２ 選挙第１号 阿武町議会議長の選挙について 

追加日程第３ 発議第３号 副議長辞職願の許可について 

追加日程第４ 選挙第２号 阿武町議会副議長の選挙について 

追加日程第５ 発議第４号 議席の変更について 

日程第４ 発議第１号 議会運営委員会委員の選任について 
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日程第５ 報告第１号 議会運営委員会委員長、副委員長の互選結果の報告に

ついて 

追加日程第６ 報告第２号 特別委員会委員長、副委員長の互選結果の報告に

ついて 

日程第６ 議案第１号 専決処分を報告し承認を求めることについて(阿武町

固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求

めることについて) 

日程第７ 議案第２号 阿武町職員定数条例の一部を改正する条例 

日程第８ 議案第３号 阿武町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

の一部を改正する条例 

日程第９ 議案第４号 阿武町職員の分限に関する手続及び効果に関する条

例の一部を改正する条例 

日程第10 議案第５号 阿武町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一

部を改正する条例 

日程第11 議案第６号 阿武町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の

一部を改正する条例 

日程第12 議案第７号 阿武町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例 

日程第13 議案第８号 阿武町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例 
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日程第14 議案第９号 阿武町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を

改正する条例 

日程第15 議案第10号 町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正す

る条例 

日程第16 議案第11号 阿武町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例 

日程第17 議案第12号 阿武町定住促進条例の一部を改正する条例 

日程第18 議案第13号 阿武町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例 

日程第19 議案第14号 令和元年度阿武町一般会計補正予算(第３回) 

日程第20 議案第15号 令和元年度阿武町国民健康保険事業（事業勘定）特別

会計補正予算（第３回） 

日程第21 議案第16号 令和元年度阿武町国民健康保険事業（直診勘定）特別

会計補正予算（第２回） 

日程第22 議案第17号 令和元年度阿武町介護保険事業特別会計補正予算（第

３回） 

日程第23 議案第18号 令和元年度阿武町簡易水道事業特別会計補正予算（第

２回） 

日程第24 議案第19号 令和元年度阿武町漁業集落排水事業特別会計補正予

算（第１回） 

日程第25 議案第１号から議案第19号までを委員会付託 

本日の会議に付した事件 

議事日程と同じ 
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６番（６番） 田  中  敏  雄 

７番 副議長 （１番） 中  野  祥 太 郎 

８番 議 長 （８番  末  若  憲  二 

欠席議員         なし 

 



令和元年第４回阿武町議会定例会（第１号）                          令和元年 12 月 11 日 

－5－ 

説明のため出席したもの 

町長 花  田  憲  彦 

副町長（総務課長事務取扱） 中  野  貴  夫 

教育長 能  野  祐  司 

まちづくり推進課長 藤  村  憲  司 

健康福祉課長 梅  田     晃 

戸籍税務課長 工  藤  茂  篤 

農林水産課長 野  原     淳 
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開会 午前９時00分 

開会の宣告 

○議長（末若憲二） 全員ご起立をお願いします。 

互礼を交わします。一同礼。おはようございます。ご着席ください。 

〇議長 開会にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。 

本日、令和元年第４回阿武町議会定例会が招集されましたが、議員各員にお

かれましては諸事ご多端な中、応召ご出席賜り誠にありがとうございます。 

今年も暦は12月に入りました。少し早いと思いますが、今年を振り返る時期

となりました。 

今年１番の出来事は、なんといっても新天皇陛下の御即位であろうと思いま

す。そして元号が平成から令和と改元され新しい時代が始まりました。この度

の御即位は、平成の明仁天皇の生前攘夷により令和の徳仁天皇が御即位された

ものであります。10月22日に執り行われた即位礼正殿の儀により、国内外に即

位を宣明されました。その時の御言葉には、国民の幸せと世界の平和を常に願

い、国民に寄り添いながら我が国が一層の発展を遂げ、国際社会の友好と平

和・人類の福祉と繁栄に寄与することを希望するとの御言葉でありました。そ

して、11月10日に行われましたパレードには沿道に11万9,000人以上の国民が

祝福していた光景は皆様方もご存知だと思います。我々も新しい時代に邁進し

なくてはと強く思ったところであります。 

一方、今年も自然災害が多く発生をしました。８月27日からの九州北部の集

中豪雨をはじめとして、９月９日には過去最大クラスの台風15号が、10月12

日には台風19号が同じようなコースをたどり大きな被害が出たことは皆様ご

存知のことと思います。亡くなられた方々や被災された皆様方にお悔やみとお



令和元年第４回阿武町議会定例会（第１号）                          令和元年 12 月 11 日 

－7－ 

見舞いを申し上げます。幸いにも阿武町には災害等は発生しませんでしたが、

このまま地球温暖化が進めばどうなるのかと非常に心配をしているのは私だ

けではないと思います。 

また、一昨年末から話が出ていましたイージス・アショアの自衛隊むつみ演

習場への配備計画が、その後の調査結果が住民説明会で発表、説明が行われた

わけですが、その発表結果に間違いがあり再調査がなされました。その結果が

近いうちに公表されると聞いておりますし全員協議会も開催することとなっ

ています。しっかり丁寧な説明を期待するものであります。 

天候の方も暑く長かった夏の影響で、秋の訪れも遅かったと思いますが、や

はり12月に入りますと、朝夕冷え込みが増してきました｡体調維持に気をつけ

てほしいと思います。 

今回の定例会は、令和元年締めくくりの定例会でございます。阿武町の輝く

令和２年が訪れるよう、議員各位の公正なる判断と慎重なる審議を賜りますよ

うお願いいたしまして、開会に当たっての挨拶といたします。 

○議長 本定例会に付議されます案件は、議案19件、発議１件、報告１件、全

員協議会における報告１件、協議１件、また、５人の方から一般質問の通告が

なされております。 

本日の出席議員は、８人全員です。ただ今より令和元年第４回阿武町議会定

例会を開会します。 

これより本日の会議を開きます。続いて議事に入ります。本日の議事日程に

ついては、お手元に配布されているとおり、一般質問、議案説明、委員会付託

です。 

議長諸般の報告 
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○議長 これより日程に入るに先立ち、過ぐる９月10日開会の令和元年第３回

阿武町議会定例会以降、本日までの会議等を含め諸般の報告を行います。 

９月27日 山口県町議会議長会令和元年第１回臨時会が山口市で開催され、 

本職が出席しました。同日、令和元年度山口県町自治研修会が山口市で開催さ

れ、議員各位出席されたことはご高承のとおりです。 

９月30日 住みよいふるさとづくり計画審議会が役場大会議室で開催され、 

本職が出席しました。 

10月９日 第19回阿武町福祉スポーツ大会が体育センターで開催され、本職 

が出席をしました。 

10月13日 「おいでませ！山口国体記念 障害者ソフトボール交流大会」が 

阿武小中グラウンドで開催され、開会式に本職が出席しました。同日、令和元

年度第18回阿武町立みどり保育園運動会が体育センターで開催され、開会式に

本職が出席をしました。 

10月20日 令和元年度奈古地区町民運動会が阿武小中グラウンドで開催さ

れ、議員各位出席されたことはご高承のとおりです。 

10月21日 令和元年第２回山口県後期高齢者医療広域連合議会定例会が山

口市で開催され、本職が出席しました。同日、「第３回おいでませ 阿武小給

食食べちゃおう会」が阿武小学校で開催され、議員各位出席されたことはご高

承のとおりです。 

10月23日 第46回山口県商工会大会「地域振興懇話会」が山口市で開催され、 

中野副議長が出席しました。 

10月25日 令和元年度山陰自動車道（益田～萩間）及び萩小郡地域高規格道 

路の整備促進に関する要望行動が国土交通省ほかで行われ、本職が出席しまし

た。 

11月１日 山口県町議会議長会11月定例会が山口市で開催され、本職が出席 
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をしました。 

11月３日 第38回福賀大農業まつりが旧福賀中学校跡地特設会場で、また、

第32回宇田郷ふれあい祭りが阿武町ふれあいセンターでそれぞれ開催され、本

職が出席しました。 

11月11日 令和２年度税制改正に関する提言で、公益社団法人萩法人会が来 

庁され、中野副議長が対応しました。 

11月13日 「第63回町村議会議長全国大会」及び「全国町村議会議長会創立

70周年記念式典」が東京ＮＨＫホールで開催され、本職が出席しました。 

11月14日 「厚生年金への地方議会議員の加入を求める全国大会」及び「地 

方議会活性化シンポジウム」が東京都内で開催され、本職が出席しました。 

11月15日 全国過疎地域自立促進連盟理事会及び第50回定時総会が東京メ

ルパルクホールで開催され、本職が出席をしました。 

11月17日 第34回さん３ふるさと祭りが阿武小中グラウンドで開催され、議

員各位出席されたことはご高承のとおりです。 

11月19日 令和元年度地域づくり研究集会がのうそんセンターで開催され、 

議員各位出席されたことはご高承のとおりです。同日、「災害に強い道路と物

流を考えるシンポジウム」が萩市総合福祉センターで開催され、議員各位出席

されたことはご高承のとおりであります。 

11月21日 北海道音更町議会議員が研修視察で来町され、中野副議長が対応 

しました。 

11月23日 阿武町人権を考える推進大会が町民センターで開催され、本職が 

出席をしました。 

11月24日 無角和牛肉試食会が町民センターで開催され、議員各位出席され 

たことはご高承のとおりであります。 

11月25日～26日 議会行政視察研修で、高知県四万十町役場、土佐清水キャ 
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ンプフィールドほかを視察したことは議員各位ご高承のとおりです。 

12月１日 第34回阿武町力くらべ綱引き大会が体育センターで開催され、開 

会式に本職が出席をしました。 

12月４日 議会運営委員会が役場委員会室で開催され、今期定例会の議会運 

営等について協議がなされました。 

12月５日 住みよいふるさとづくり計画審議会が役場大会議室で開催され、 

本職が出席をしました。 

 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

 

町長あいさつ 

○議長 ここで本定例会の開会にあたり、町長が挨拶を行います。町長。 

○町長（花田憲彦） 令和元年第４回阿武町議会定例会の開会に当たり、一言

ご挨拶を申し上げます。 

年の瀬を迎え、何かと気ぜわしくなって参りましたが、議員各位におかれま

しては、諸事ご多繁の中を、本定例会にご出席を賜り、誠にありがとうござい

ます。心から御礼を申し上げます。 

さて、本年は新元号の「令和」の新たな時代が始まった記念すべき年であり

ます。新元号には、「人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育ち、希

望に満ち溢れた新しい時代を切り開いていく」という「祈り」と「願い」が込

められているというふうに政府からの発表があり、正に新たな時代の幕開けと

なったところであります。そして、この元号を受けて、新天皇のご即位に係る

一連の儀式・式典が厳かな中にも盛大に、そして、つつがなく挙行されたとこ

ろであります。 
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その一方で、日本列島は議長の挨拶にもありましたように今年も多くの自然

災害に見舞われ、特に、８月の九州北部の大雨、そして、千葉県を中心に強風

の被害をもたらした台風 15 号、更に、関東・甲信・東北地方を襲った台風 19

号、更に 21 号、これらが甚大な災害を発生させ、これによって、13 都県で 100

人以上の方がお亡くなりになり、今も 2,600 人以上の方々が避難生活を送って

おられます。更には、今も行方不明の方もいらっしゃるところであります。こ

こで改めて、お亡くなりになられた全ての方のご冥福をお祈り申し上げますと

ともに、ご遺族の方々にお悔やみを申し上げ、更に、被災された方々の全ての

皆様に心よりお見舞いを申し上げたいと思います。 

さて、一方で明るい話題もありましたが、心に残るのが、９月 20 日から行

われた日本で開催された「第９回ラグビーワールドカップ 2019 日本大会」で

ありました。決勝をかけたスコットランド戦のテレビの平均視聴率は 39.2％、

瞬間最高は 53.7％を記録して、日本戦をリアルタイムで見た国内の視聴者数は、

約 8,731 万人とも言われています。そして、日本代表が優勝候補のアイルラン

ドを撃破し、４勝で初の決勝トーナメントへ進出するなど、日本だけでなく、

世界中のラグビーファンからも称賛をされたところであります。 

今年の「新語・流行語大賞」の年間大賞には、そういったこともあって、ラ

グビー日本代表のスローガンとなった「ＯＮＥ ＴＥＡＭ」が選ばれました。 

「ＯＮＥ ＴＥＡＭ」とは、文字通りスポーツや仕事を通じて、団体や集団が

１つのことを成し遂げるときに、全員の力を合わせてやり遂げるといった意味

で用いられておりますが、阿武町においても、今正に心を１つにして、これか

らの 10 年間を見通した阿武町の新たな基本構想・基本計画となります「第７

次総合計画」、更に「第２次阿武町版総合戦略」を策定している最中でありま

す。この計画を作成するにあたっては、各種団体や集団、グループ、法人等々

に対して多くのヒアリングを行いながら、これからの町づくり等についてのご
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意見を幅広く伺うとともに、片や一般住民からの意見や要望を把握し集約する

ために小学生以下を除く全町民と、町外に住む「広報あぶ」の購読者、更に「阿

武町会」の会員の方々等に対して、町民アンケートを実施したところでありま

す。そして、このアンケートを通じて、いくつかの課題も明らかになったとこ

ろでありますが、ここでその主なものを申し上げてみますと、先ずあるのが「各

産業分野における担い手不足の深刻化」、そして「地域に暮らす中での小さな

困りごとの増加」、そして「将来の地域医療における不安」、更に「外出支援や

観光客を含む交通手段の確保」等が、これからのまちづくりの課題として表面

化してきたところであります。また、今後 10 年間で力を入れていくべき施策

に対する回答につきましては、第１位が「企業誘致などの町内での雇用の場の

確保」、続く２位が「在宅医療等における医療施設・サービスの充実」、そして

３番目が「地域の交通の確保と利便性の向上」というふうに出てきたところで

あります。ご案内のとおり、現在「第７次総合計画」及び「第２次阿武町版総

合戦略」を策定中であり、今会期中にも全員協議会において、総合計画の中間

案を皆様方にお示しし、議員各位からのご意見等もいただくこととしておりま

すので、忌憚のないご意見等を賜りますよう改めてよろしくお願いいたします。 

最後に、イージス・アショアの問題でありますが、既にマスコミ報道等にも

ありますように、防衛省が適地調査結果等の再説明をしたいということで、来

週の 17 日には、県庁において山口県知事、萩市長、私（阿武町長）、そして、

各議会の議長への説明があり、翌 18 日から 22 日にかけまして、萩市議会、阿

武町議会、そして、それぞれの地区の住民説明会が開催される予定となってお

ります。こうした中で既に報道もされておりますが、秋田の新屋演習場に関す

る国の発言の中ではありますが、菅官房長官も河野防衛大臣も、適地選定にあ

たっては、「候補地と住宅地の距離を重要な判断要素とする」といった旨の発

言をされたと聞き及んでおり、私は大変的を射た考えであると思っておりまし
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て、ことの本質は、むつみ演習場においても、基本的には何ら変わるものでは

ない、全く同様であるというふうに思っているところであります。議員各位も

ご案内のとおり、私は、この問題が発生した当初から「むつみ演習場は、住民

の生活圏域、生産活動圏域にあまりにも近接しすぎていて適地ではない。住民

の理解はとうてい得られない。」というふうに申し上げているところでありま

して、今回明らかになった国の候補地選定のある意味の基準に照らして、むつ

み演習場が候補地から除外されることに大きな期待を抱いているところであ

ります。そういったことで、17 日の県庁での再説明の際にもこのことはぜひ申

し上げなければならないというふうに思っております。議員各位におかれまし

ては、引き続き町民の立場に立ち、ご支援、ご協力を賜りますようよろしくお

願いを申し上げます。 

それでは、本定例会にご提案を申し上げ、ご審議をお願いいたします議案に

つきまして、その概要を、簡単にご説明を申し上げます。 

今回の議案は 19 件で、他に、発議１件、報告１件でありますが、議案の内

訳につきましては、専決処分による「阿武町固定資産評価審査委員の選任同意」

をはじめ、来年度から始まる「会計年度任用職員制度」に係る条例の一部改正

や、人事院勧告に伴う人件費に関する条例の一部改正、阿武町定住促進条例に

おけるＵターン施策を強化するための条例の一部改正のほか、人件費の改定等

に伴う一般会計補正予算をはじめ、国民健康保険事業における事業勘定、更に

直診勘定、介護保健事業、簡易水道事業、漁業集落排水事業の各特別会計の補

正予算であります。 

次に、全員協議会では、町の執行に係る工事等の「契約の締結報告について」

の報告１件と、「第７次阿武町総合計画中間案」をお示しし、先ほども申しま

したように協議をいただくものであります。なお、ご提案いたしました各議案

の詳細につきましては、ここでの説明は省略をさせていただきますが、その都
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度、担当参与からご説明をいたさせますので、ご審議の上ご議決賜りますよう

お願いを申し上げまして、開会にあたりましての私からの挨拶に代えさせてい

ただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長 以上で、町長の挨拶を終わります。 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長 これより日程第１、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録

署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において、６番、田中敏雄

君、７番、清水教昭君を指名します。 

日程第２ 会期の決定 

○議長 日程第２、会期の決定を議題とします。 

お諮りします。今期定例会の会期は、過ぐる12月４日開催の議会運営委員会

において審議の結果、お手元に配布してある会期日程のとおり、本日から12月

18日までの８日間にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって会期は、本日から12月18日までの８日

間と決定しました。 

ここで、会議を閉じて15分間休憩いたします。 

 

  休  憩   ９時27分 

  再  開   ９時42分 
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日程第３ 一般質問 

○議長 休憩を閉じて会議を再開します。 

日程第３、一般質問を行います。質問の通告者が５人ありますので、議長に

おいて通告順に発言を許します。はじめに７番、清水教昭君、ご登壇ください。 

○７番 清水教昭 本日の阿武町議会定例会にご出席の皆様、おはようござい 

ます。阿武町議会議員の、清水教昭です。 

さて、これから、一般質問を行いますので、よろしくお願いいたします。 

質問事項は大きく「障害者に対して寄り添うことのできる阿武町に」で進め

ます。 

地域社会における共生の実現に向けて、新たな障害保健福祉施策を講ずるた

めの、関係法律の整備に関する法律が平成24年４月に衆議院、参議院にて可決

・成立し、同月27日に公布され、平成25年４月１日に施行されました。本法律

では「障害者自立支援法」を「障害者総合支援法」とするとともに、障害者の

定義に難病等を追加し、平成26年４月１日から、重度訪問介護の対象者の拡大

、共同生活介護の共同生活援助への一元化などを支援されてきました。今回は

これに対して、手続き等の内容に向けた質問をいたします。 

一つが、都道府県によって障害認定基準の違いについて、です。 

 障害者手帳は申請をしたからといって必ず取得できるものではありません。

自分の障害が手帳の交付対象に当たるかどうかを知る必要があります。そこで

、都道府県によって障害認定基準が違います。そこで、山口県下と隣の県では

どうなっているのか、また阿武町と萩市では違いがあるのか、お聞きします。 

次に、手帳には１級から６級までの区分があり、障害対象によっては、６段階

の区分の中で一部に級のない障害対象もあります。また、受けられるサービス

も変わってきます。従って、阿武町において障害対象の種類、その階級区分と
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受けられるサービスが整理されていますか、また相談者にその内容を手渡して

説明ができるようになっているのか、お聞きします。次に、身体障害者手帳の

交付は１～６級までですが、障害対象によっては７級があります。この場合に

は７級の取り扱いはどうなりますか、また障害が２つ以上重複する場合も考え

られますが、お聞きします。次に、身体障害者手帳は１度発行されると基本的

には更新が無く生涯使用できます。つまり、障害が永続することを前提とした

制度です。では障害が永続しないと考えられる場合があり、どのような状態の

時か、またそれは誰が判断をするのか、お聞きします。また、最近では、医療

の技術進歩やリハビリテーションの処置で効果がみられた場合において、阿武

町では再認定の制度がどうなっているのか、お聞きします。 

次、身体障害者手帳の申請・取得の仕方についてです。申請資料の提出先や

相談先は、住んでいる市区町村の障害福祉の担当窓口になり、申請に必要な書

類は交付申請書、身体障害者診断書・意見書、そして印鑑、マイナンバー、こ

れに加えて代理人が申請をする場合は、代理人の確認書類、代理人の身元確認

書類が必要と把握しています。そこで、身体障害者手帳の取得には流れがあり

その手続きに沿っていけばおよそ1ヶ月～４ヶ月で手帳が受けられるようにな

っています。では、正式な必要書類名を含めて、取得までの流れとここでの分

かり易い説明資料、記入事例のポイント集があるのか、お聞きします。 

次に、３点、指定医師による診断書・意見書について、です。 

 指定医師による診断書・意見書が絶対に必要です。では指定医とは、県知事

が指定した医師であり、その医師は診断書が作成できます。医師なら誰でも診

断書が出せるわけではありません。ここが重要です。では、かかりつけの医師

が指定医でない場合は、その病院で診断書を出してもらえる医師を教えてもら

うことになります。しかし、事前にわかっているのならば手続きが少しでも楽

になります。そこで、障害対象に合わせて阿武町・萩市で何件の病院があるの
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か、また、その病院を紹介する資料が準備されているのか、お聞きします。 

４点目、「親なき後」の介護のあり方について、です。 

 障害者総合支援法において、名称を「障害支援区分」に改め、定義を「障害

者等の障害の多様な特性、その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支

援の度合いを総合的に示すもの」とする「障害支援区分」の認定が知的障害者

や精神障害者の特性に応じて適切に行われるよう必要な措置を講じた上で、平

成26年４月から施行することとされました。では、その時に必要とされる支援

の度合いが高い区分６を含む対象者の方々の生活環境が変わってきました。そ

れは親の高齢化が進み、介護をする体力が下がってきたことです。その時に「

親なき後」を考えてみますと、今や緊急的な課題と考えます。現状の取り組み

を含めて、今後の「親なき後」の施策をお聞きします。 

以上、質問内容は大きく４点になります。町長のお答えをお願いいたします。 

○議長 ただ今の７番、清水教昭君の１項目目の質問に対する執行部の答弁を

求めます。町長。 

○町長 それでは、７番、清水教昭議員のご質問にお答えいたします。 

 たくさんの項目がありますが、順次お答えしたいと思います。 

まず、都道府県によって障害認定基準が違う、とのご指摘でありますが、ご

質問の中で「手帳には１級から６級までの区分があり」と言われておりますの

で、身体障害者のことであろうと推察するところでありますが、このことにつ

きましては、都道府県によって障害認定基準が違うというふうなことはありま

せん。身体障害者の障害程度については、厚生労働省により身体障害認定基準

及びこれに基づく身体障害認定要領が示されており、これによって都道府県が

決定することとなっておりますので全国同一の基準であります。念のために担

当課の方で県に確認もいたしましたところ、「都道府県によって障害認定基準

が違うなどということはあり得ない。」という回答でありました。あり得ない
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ことを前提としてのご質問にお答えするのも如何なものかとは思いますが、こ

こで、いわゆる三障害について申し上げますと。身体障害のある人が福祉サー

ビスを受けるために必要となるのが身体障害者手帳であり、精神障害の場合は

精神障害者保健福祉手帳、更に、知的障害の場合には療育手帳、これの交付を

受けることになります。それぞれの手帳に表示される障害の程度を表す等級に

ついても、身体障害者手帳の場合は、国が示す身体障害者障害程度等級表にお

いて、障害の種類別に重度の側から１級から７級の等級が定められており、６

級までが手帳交付の対象に、また７級の障害は、単独では手帳交付の対象とは

なりませんので身体障害者としてのサービスを受けることはできませんが、７

級の障害が２つ以上重複する場合、また７級の障害が６級以上の障害と重複す

る場合につきましては手帳交付の対象となり、サービスを受けることができる

ということになります。精神障害者保健福祉手帳の場合は、１級から３級まで

の区分がありますし、療育手帳につきましては、ＡとＢの区分となっています

。いずれにいたしましても、これらの手帳の交付決定にあたっては、国の基準

に従い都道府県が行うものであり、市町が行うわけではないため、阿武町と萩

市で認定基準に違いがあるようなことはあり得ないということであります。ま

た、ご質問の中では、身体障害者手帳等級と障害支援区分を混同されているよ

うでありますので、少し整理しながらお答えさせていただきたいと思いますが

、先ほど申し上げましたように、身体障害者手帳には１級から６級の等級があ

りますが、この等級に応じて受けられる障害福祉サービスが変わるわけではあ

りません。障害者手帳をお持ちの方が、障害福祉サービスを受けようとする場

合には議員も先ほど４点目の質問で触れておられますけども、障害者総合支援

法による障害支援区分認定を受けていただく必要があります。介護保険におけ

る要介護認定制度をイメージしていただければだいたい分かるのではないか

と思いますが、障害の多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な
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支援の度合いを表す６段階の区分が「区分１」から「区分６」という言い方を

しますけども、「区分６」の方が必要とされる支援の度合いが高いということ

になります。そして、この「必要とされる支援の度合い」に応じて、適切な障

害福祉サービスが利用できるということであります。いずれにいたしましても

、これら３手帳の新規交付の際には、担当課の窓口で福祉制度一覧表をお渡し

し、説明をさせていただいております。また、更に障害福祉サービスの利用を

希望される方には、障害福祉サービスガイドという冊子を手渡ししながら説明

もしているところであります。また、障害が永続しないと考えられる場合につ

いて、でありますが、一概にこの障害ということはできませんが、障害の種類

と状況によって１年から５年後に再認定が必要となる場合があります。身体障

害種別や程度によっては、最初から再認定の期間が表記されているものもあり

まして、再認定の結果、障害を有しなくなったとして非該当となるケースもま

たあります。更にこの判断につきましては、後ほどの質問内容と重なりますけ

ども、身体障害者福祉法第15条指定医師の診断書等をもとに、都道府県が決定

することとなっております。手帳の再認定等につきましても、全国一律の基準

をもって都道府県が行うものでありまして、阿武町で独自の制度があるわけで

はありません。 

次に、２点目の、身体障害者手帳の申請・取得の仕方について、であります

が、担当課によりますと、手帳の申請をされる場合、いくつかのパターンがあ

るようです。まず、医師の意見書を携えて窓口に来られる場合が全体の約８割

です。この場合には担当者と一緒に窓口にて申請書の記入をしてもらいます。 

次に、病院に「意見書を書くから原本を持ってきて」と言われた、として窓口

に来られる場合が全体の約１割です。この場合には、意見書の白紙を渡して記

入してもらってからの提出依頼となります。この時には、次回の提出の際に必

要なものをメモに書いて渡しているということであります。そして、全く分か
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らないまま手帳の相談に来られる場合が全体のまたこれも１割程度あるよう

でして、この場合には、かかりつけ医に相談をするように指導して医師に意見

書作成の意向があるかどうか確認をしてもらっております。そして、申請から

取得までの流れについてのご質問でありますが、先ほどの申請のパターンで申

しましたように、ほとんどの方がかかりつけ医により、身体障害者手帳交付の

対象となるとの判断によって、診断書・意見書を書いてもらってから窓口に来

られているようであります。ここで、窓口での申請となるわけでありますが、

正式な必要書類名ということでありますので申し上げますと、身体障害者手帳

交付申請書、これに必要事項を記入していただくことになります。この時に、

担当者が申請に来られた方と一緒になって説明しながら記入をしていただい

ております。代理人が申請をする場合とのことでありますが、担当課から県に

問い合わせたところ、「身体障害者手帳の交付申請で代理人による申請は想定

していない。」とのことでありました。ご家族の方や入院先の病院から直接申

請書が届くことがありますが、これらは、あくまでも「本人による申請を手助

けしていることであり、代理人による申請にはあたらない。」という回答であ

りました。また、記入事例のポイント集とのことですが、記入事項は、本籍地

の都道府県名、そして居住地、職業、氏名、生年月日、電話番号、そしてマイ

ナンバーである個人番号を記入し押印するだけでありますので、「申請書は記

入事例を参考にご自分で作成してください。」などというようなことになるこ

とでありますけども、窓口では担当がお一人お一人に対して申請書作成のお手

伝いをさせていただいております。ちなみに、昨年12月から今年11月までの1

ヶ年で、新規交付申請が５件、再認定のための申請が５件の合計10件の申請が

ありました。申請書の記入が終わりましたら、手帳に貼り付け等をするために

写真２枚を添えて県へ進達をいたします。ここで、申請から手帳交付までの期

間でありますけども、山口県によりますと県が定めている標準処理期間は、新
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規、再交付ともに総日数で50日と定めているようであります。年間処理件数が

約6,000件で月に500件の処理があるということで、担当審査に1ヶ月程度、シ

ステム入力や決裁、そして、発行・発出業務等に２週間程度を要しているよう

でありまして、順調であれば、およそ２ヶ月弱で交付をされるわけであります

が、診断書・意見書への記載漏れや県の決定等級が指定医師の等級意見より例

えば低い等の事例が発生いたしますと、その都度、指定医師への照会が行われ

ることになり、遅延の原因ともなっているようであります。また、等級判断に

疑義があり、等級が下がる場合などは、障害程度審査委員会に諮問することと

なっておりまして、更に遅延が発生して、県全体では手帳交付まで平均今では

約３ヶ月程度かかっているようであります。 

次に、３点目の、指定医師による診断書・意見書について、であります。身

体障害者福祉法第15条第１項に、「身体に障害のある者は、都道府県知事の定

める医師の診断書を添えて、その居住地の都道府県知事に身体障害者手帳の交

付を申請することができる。」とあります。この「都道府県知事の定める医師

」のことを、「15条指定医師」というふうに呼んでいるわけでありますが、そ

れぞれの医師には専門分野がありまして、専門外の診断書は出せないというこ

とであります。身体障害者手帳交付の対象となるのは、視覚、聴覚、平衡機能

、音声・言語機能、そしゃく機能、四肢（上肢、下肢、体幹、脳原生運動機能

障害）、そして心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小

腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、そして肝臓機能に一定以上の

障害のある方に交付をされます。ですから、身体障害者診断書・意見書も視覚

なら視覚専門の、聴覚なら聴覚専門の診断書、そして意見書がそれぞれの障害

種別ごとに用意されていますので、ほとんどの場合、受診している病院等で診

断書・意見書を書いてもらうことができるのではないかというふうに思ってお

ります。ちなみに、阿武萩管内では、35の医療機関で61人の指定医師がおられ
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、阿武町内の３医師も指定医師であります。ただ、専門外の診断書は出すこと

ができませんので、例えば視覚であったり聴覚につきましては指定区分はお持

ちではもちろんありません。 

次に、４点目の、「親なき後」の介護のあり方について、であります。障害

のある子どもを抱えている家族にとっては、その子の面倒を全面的にみている

両親が将来その子を支えられなくなったら、その子の財産管理や身体介護を誰

がどのように担ってくれるのだろうかという不安や心配は、本当に切実な問題

であり、ある意味最大時の関心であるというふうに思います。これをいわゆる

「親なき後問題」と言っているようでありますが、これは何も、両親が亡くな

った後の事とは限りません。両親が高齢化が進み、障害のある子どもの面倒を

見られなくなった時点で、既にこの問題が顕在化しているという事があります

。このことにつきましては、先月、11月12日開催の阿武町地域福祉運営協議会

の場でも検討課題として報告をさせていただいたところであります。ここで、

阿武町の現状を申し上げますと、年齢が35歳から55歳の療育手帳所持者は13

人でありますが、この13人の内５人、そして、精神障害者保健福祉手帳所持者

15人の内９人が在宅で親と同居しておりまして、この合計14人が将来的には支

援が必要になるのではないかなと思われます。このため、住まいや雇用の確保

対策として、在宅生活が困難なケースや施設からの退所、医療機関からの退院

の受け皿としてニーズの高いグループホーム等の確保を図る必要があり、また

在宅生活を継続していくために、障害者の雇用も視野に入れた体制作りを検討

する必要があります。このことから、先日、議会にも大まかな方向性について

ご説明を申し上げたところでありますが、奈古地区の一ノ瀬地区の遊休農地を

町の方で取得して、障害者グループホームの建設を今現在計画しているところ

であります。１ユニット７人のグループホーム、これを４セット建設する予定

で、28人分のグループホームを、まあ可能であれば３年後の令和４年度供用開
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始を目標に、今から詰めの作業を行っていきたいと思っておりますし、このこ

とにつきましては、県との事前協議も既に進めているところであります。完成

の後には、社会福祉法人に指定管理委託する等をして、適切な運用をして参り

たいと思っております。ある程度調整が進めば、来年３月の議会には関連予算

の計上もさせていただくことがあろうかというふうに思っておりますので、そ

の節にはよろしくお願いいたします。いずれにいたしましても、誰もが住み慣

れた地域で社会的に孤立することなく、その人らしく安心して生活を送ること

のできる地域共生社会の実現に向けて、地域福祉の推進、また、地域における

多様なニーズへの的確な対応を図る上で地域住民が主体的かつ積極的に関わ

り、支え合う新たな支え合いの拡大、強化を行うため、年齢や障害などに関係

なく、すべての町民が支え合う、安心な暮らしづくりに努めて参りたいと思っ

ているところであります。 

以上で、１項目目の質問への答弁とさせていただきます。 

○議長 ７番、ただ今の執行部の答弁に対する再質問はありますか。 

 （７番、清水教昭議員「はい」という声あり。） 

○議長 はい、７番、清水教昭君。 

○７番 清水教昭 答弁をいただきました。その中で整理されている内容、ま

たはそのパンフレットの取り扱いについて､ご質問をいたします。 

 障害者認定基準と障害対象の種類、その階級区分とサービス内容が分かりま

した。そして、先ほどの答弁の中で、一番心配するのが全く分からないでおい

でになった人が１割程度いらっしゃるという内容でした。私はそこが大切では

ないかなと思います。しかし、その１割の人に対して説明が分かりやすくでき

るかどうかは別問題です。従って、その分野をどのようにプログラムされて説

明の出来栄え判断をされるのかお聞きします。以上１点です。 

○議長 健康福祉課長。 
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○健康福祉課長 相談への対応という事でございますけれども、今、町長の答

弁の中にもありましたように、３つの手帳交付の際にはそのような形でご説明

をさせていただいております。ただ、手帳の交付の対象になるかどうかを相談

に来られたといたしましたらですね、その方につきましては、我々の方で手帳

交付の対象になるかどうか専門的な判断をできるわけではありません。この判

断はあくまでも指定の医師の方の診断に基づいて行うわけでございますので、

そういった指定医の方をご紹介するという形になろうかと思います。それにつ

きましては、県の方から県内の指定医の一覧表、これをおよそ３ヶ月くらいの

期間ごとにですね、各市町にデータとして送ってきていただいておりますので

その方の障害の種類、それに応じた指定医をご紹介するというような形で、そ

の指定医の方の診断を仰いでいただくようにご指導をさせていただいておる

とそういうふうな形で相談に応じさせていただいております。 

○議長 ７番、再々質問はありますか。 

 （７番、清水教昭議員「ありません」という声あり。） 

○議長 再々質問ないようですので、以上で１項目目の質問を終わります。引

き続き７番、清水教昭君の２項目目の質問を許します。ご登壇ください。 

○７番 清水教昭 それでは、次の質問事項は「河川に生命と減災の事業をお

こし元気な町づくりを目指す」で進めます。 

水はたえず変化し形を変えていきます。その途中で色々な生物の生命の営み

に関わっています。そうです。空気、そして太陽の暖かさと同じです。人間に

とっては無くてはならないものです。そのために、まず、河川に生命を吹き込

む質問をします。 

 次に水から起きる災害に触れます。平成25年７月28日に豪雨で萩市、阿武町

での災害、平成30年７月の西日本豪雨で11府県に特別警報発表、令和01年10

月台風19号で１都12県に大雨特別警報と、広範囲で記録的な大雨が長時間降り
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最大の災害が起きて危険が非常に高くなった実態が続いています。「特別警報

が発表されない」は、「災害が発生しない」ではないのです。ただちに命を守

る行動は、私たち一人ひとりが自覚していくことが重要です。そのための質問

を行います。 

まず、河川に生命を吹き込む鮎の放流について、です。これは平成30年９月

の一般質問でこの項目について質問をしました。そこでの質問は「淡水魚の現

状復帰をさせるために鮎を含めた養殖魚等の放流」ということで、そこでの答

弁は、「淡水魚等の減少については指摘のとおりコンクリート等を使用するこ

とによる理由もあるかもしれませんが、これと相まってサギ等による捕食、そ

れから河川のそれぞれの汚濁、それから洪水等自然状況によること等の大きな

要因ではないかと考えている。たとえ鮎を含む淡水魚等の放流をしても、この

ような自然条件や、現在の河川の環境の下では、棲み着いていくのは難しいの

ではないかなと考えております。今後、棲み着くようにするには、川の環境を

整えれば可能でありますが、そういったことを全体的に整えて参りますと、自

然に海から遡上してくるのではないかな、ということであります。」との、答

弁がありました。では、川の環境を整えれば可能であると今言われました。そ

のような生活環境、自然環境はどこの地形の河川でも同じです。阿武町の場合

はじゃあどこが悪くて、何をすればよいのか伺います。次に、全体を整えれば

自然と海から遡上してくるのではないかな、と言われましたが、鮎がいないの

にどうして遡上するのか伺います。また、いないが何年待てば遡上してくるの

であれば、何年待てばよいのか伺います。続いての答弁が、参考のために、「

鮎の放流に関係する助成金について近隣の市に確認にいたしましたところ、鮎

の放流については助成金を出しているところもありました。助成金は、あくま

でも内水面の漁業協同組合となっているところに出しております。これは自然

環境というよりも漁業の振興ということでした。ちなみに、阿武町には内水面
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漁業協同組合はございません。漁業ということであれば無理やり放流はできま

す。」との答弁でした。では、漁業ということであれば無理やり放流はできま

す、との答弁ですが、阿武町では目指す自然に優しい町づくり、また貴重な地

形や地質が残るジオパークを自然豊かな公園にする考えから照らせば可能と

考えます。漁業がどうして前面に出るのか伺います。次に、ホタルとか鮎は自

然に適合した指標になります。阿武町の子どもから大人は、河川に親しみ心を

癒します。大それたことを願ってはいません。毎年の放流がいつか豊かな自然

に蘇ります。再度、阿武町の住民になりかわり、自治会をまきこんで、阿武町

全域にある河川に放流ができないのか伺います。 

次に、暖竹（別名ヨシタケ）を根絶して減災につなぐ。ヨシタケとヨシは「

いね科」であるが全くの別物です。ヨシはすだれの葦簀（よしず）、茅葺屋根

の葺き替え、また神社の儀式で用いる「たいまつ」の芯の周りに束ねる材料に

使用されてきました。しかし、ヨシタケは利用価値がほとんどありません。ま

た、増水で大水が出た時には、ヨシは川底で折れ曲がり、その上を水が流れ流

木が流れていきます。しかし、ヨシタケは流水に逆らい、水を左右に分け、ま

た根っこの周辺を洗掘させて護岸を崩壊させます。また流木が絡みついて川幅

が狭くし、水位を上昇させて堤防を決壊させます。そこで、宇田川の横にふれ

あいセンターがあり、50メートル上流には、不透過型砂防堰堤があります。そ

この上段の真中に、ヨシタケが繁殖しています。増水した水が両側の側壁護岸

の底を洗掘しています。早い時期にヨシタケの除去と洗掘した部分があれば補

強をお勧めします。合わせてヨシタケとヨシの根が絡んで魚道に水が流れてい

ません。しかし増水した時には流れます。当然です。側壁護岸が崩壊をする前

での対応を伺います。次に、惣郷集落に白須川があります。ここも民家を過ぎ

たところに不透過型砂防堰堤があり、その下流にはヨシタケ約150メートルに

わたって繁殖をし、川幅を狭くしています。そのそばを町道があり護岸が町道
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を守っています。しかし、崩壊をしてしまえば、そこにある水田の多くが被害

を受けます。早い対応を伺います。次に、奈古地区に流れる郷川水系に中洲が

あります。そこに木が生えていると、流木が絡みつき増水した水の流れが側壁

護岸に当たり決壊につながります。早目の除去ができないのか伺います。次に

、２級河川、そして準用河川、普通河川のヨシタケ繁殖状況の調査実施とその

対応を伺います。 

３点目、氾濫発生情報と危険度の対応についてです。今回の台風19号で洪水

が多発しました。これに合わせて「氾濫発生情報」がテレビ、新聞で聞かされ

ました。これは、洪水で深刻な被害が出ると予想される河川について、国土交

通省や気象庁が「指定河川洪水予報」を出し、その一つが「氾濫発生情報」と

聞かされました。阿武町には「指定河川」は無かったと考えます。そこで、阿

武町にある河川で堤防が崩壊し水が溢れた場合はどのような情報を誰が出す

のか伺います。次に、市区町村には危険度に応じて５段階レベルがあると聞い

ています。各段階でのレベル内容と住民がしなければいけない行動をお聞きし

ます。次に、危険度の内容を告知しても、災害が発生をしてからでは役に立ち

ません。日頃の啓発が重要です。その手段をどのように考えているかお聞きし

ます。次に、阿武町には２級河川で大井川水系、郷川水系、木与川水系、宇田

川水系、白須川水系の５つがあります。また準用河川、普通河川もあります。

これを誰が責任をもってどのように監視して情報を流すのかお聞きします。 

４点目、防災行動計画（タイムライン）と、マイ・タイムラインの作成指導

についてです。山口、防府両市を流れる佐波川の大規模氾濫に備え、多機関連

携型の防災行動計画（タイムライン）作成に向けた初会合が10月30日にありま

した。これは氾濫時を予想し、行政や警察、交通、ライフライン等で先を見越

し、早期の災害対応を時系列に作成するものです。また、11月19日に行われた

「災害に強い道路と物流を考えるシンポジウム」の基調講演では、一人ひとり
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、また家族でのマイ・タイムラインを作成しようとの呼びかけがありました。

そこで、この阿武町において、防災行動計画（タイムライン）が作成されてい

るのか。また、その計画は、住民に広く啓発をされていくのかをお聞きします

。次に、マイ・タイムライン」は『命を守るために今すぐ行動』のために必要

ですと警鐘され、３つの素晴らしい訓示を受けました。その一つが、リスク（

危険）を認識できる、二つ、いつどうやって逃げるのか、三つ、コミュニケー

ションの輪が広がる、この３つがありました。従って、この取り組みを提案し

ます。今回は。住民の命を守る目線での回答を伺います。以上、質問内容は大

きく４点になります。町長のお答えをお願いいたします。 

○議長 ただ今の、７番、清水教昭君の２項目目の質問に対する執行部の答弁

を求めます。町長。 

○町長 ただ今の「河川に生命と減災の事業をおこして元気な町づくりを目指

す」のご質問でありますが、まず１点目の鮎の放流、そして川の環境と鮎の遡

上についてであります。 

 昨年、９月議会で清水議員から、淡水魚の現状回復のために、鮎を含めた養

殖魚等の放流ができないか、とのご質問を受け、これに対して、鮎を含む淡水

魚等の放流をしても、自然条件や現在の河川環境の下では棲み着くのは難しい

が、川の環境を整えれば不可能ではないだろう、というふうにお答えいたしま

した。川の環境につきましては、淡水魚の種類によって異なりますけども、鮎

が生息する環境というのは、調べてみますと水量はもとより25㎝以上の石があ

って浮き石の状態で淵も瀬もある川が良いとされているようであります。また

、産卵に関しましては、川の中流と下流の境目辺りで、５㎝以下の砂利があっ

て泥の堆積がなくて、水通しの良い場所が良いというふうに言われておるよう

であります。そこで、現在の町内の河川を見てみますと、郷川、木与川には鮎

が生息されておることが確認されていますけども、それ以外の河川につきまし
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ては、河口の閉塞、そして土砂の堆積等によって淵が無い、或いは巨石はある

が水が無い等によって、鮎は全く生息していないという事ではありませんが、

いても川尻あたりに少しだけというふうな状態が多いと思っております。そし

て、このような現在の川の状況で、鮎に適した環境を整えるには多額の費用が

必要になるというふうに考えており、鮎が多く泳ぐ河川は、これは理想で素敵

なことでありますけども、厳しい予算の中ですぐに整備していくのは、私は無

理かというふうに思います。また、河川は治水の問題も抱えておりますので、

総合的に考えていかなければならないと思っております。それから、何年待て

ば遡上して来るのかということでありますが、そういった環境が続いたとすれ

ば遡上はして来るだろうというふうには思いますけども、それが何時になるか

何年になるのか、これは正直分かりません。次に、放流に関しての質問であり

ますが、昨年９月の答弁の中で「漁協ということであれば無理やり放流はでき

ます。」と申し上げましたけども、これは、鮎という魚は１年ほどの寿命です。

４月上旬に放流した後に川で成長して、秋に水温が低下してくると下流辺りで

産卵をして一生を終えるわけであります。こうした中で、放流後川で成長した

鮎を捕獲する内水面漁業が実態としてあるならば、助成しても漁業の振興とい

う言い方もありますけども、川での自然に親しむための放流というのは、気持

ちはたしかに分かりますけども、先ほども申し上げましたように、鮎は１年の

寿命でありますので、毎年放流していかなきゃならない。これを、税金を使っ

てまですることに多くの住民の理解が得られるか、ということになるというふ

うに思っております。この辺の問題があるというふうに思います。 

次に、暖竹（ヨシタケ）の立木撤去の問題であります。ご指摘のように、ヨ

シタケや立木が河川の至る所に繁殖していることはご指摘のとおりでござい

ます。毎年、２級河川については、県に要望して伐採や除根をお願いしている

ところでありますが、このヨシタケにつきましては、かなり繁殖力が強く伐採
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後焼き払ったとしても、根からまた新芽が出てきます。本当に頭を悩ませてい

るところであります。現在、いくらかの農薬も登録されておりますけども、薬

害の心配もあり、実際の使用は困難と思っております。従って、現在有効な手

段としては、根ごと浚渫をするぐらいのことだろうということになります。た

だ、これも多くの費用もかかりまして、厳しい財政の中で多額の予算を付ける

のはなかなか厳しいわけでありまして、どうしても個別的な対応にならざるを

得ないのが実情であり、特にヨシタケや立木が繁殖し、治水上問題がある箇所

があるならば、要望していただければ検討をしてみたいと考えるところであり

ます。ただ、実行にあたっては、ヨシタケの根を除去することによって護岸が

脆弱となり崩壊したとなれば本末転倒になりますので、これについては十分な

配慮、考察が必要であると考えるところであります。いずれにいたしましても

、ヨシタケや立木につきましては、治水上問題がありますので、今後とも適宜

対応していきたいというふうに考えております。 

 次に、３番目の氾濫発生情報と危険度の対応についてであります。はじめに

町内の河川が大雨等による堤防の決壊を来した場合の情報の取り扱いの話で

ございます。まず、対象となり得る河川でありますが、町内においては、流域

面積が広く堤防の高さが一定以上ある２級河川が考えられ、具体的には先ほど

申されましたように水系を含む奈古の郷川、そして福賀の大井川、宇田郷の宇

田川と白須川の４河川が対象になろうかと思うところであります。近年、町内

で発生した大きな災害を振り返ってみますと、平成９年に発生した台風９号は

、福賀地区で過去最高の連続雨量930.5mmという大雨を降らせ、大井川が広範

囲において氾濫したほか、土砂崩れにより福賀地区に通じるほとんどの道路が

遮断、一時的に孤立状態になるような未曾有の大災害でありました。また、こ

れは記憶にも新しい平成25年７月28日でありますが、山口県と島根県を襲った

豪雨によって、町内では福賀地区、宇田郷地区がそれぞれ大変な被害に見舞わ



令和元年第４回阿武町議会定例会（第１号）                          令和元年 12 月 11 日 

－31－ 

れ、福賀地区の八保と宇田郷の大刈において土砂崩れによって家屋が倒壊し、

そして、人的被害も出たところであり、特に大刈地区においては集落全体が壊

滅的な被害となったところであります。この二つの災害で共通することは、ど

ちらの日も、役場本庁のある奈古地区の気象状況は小雨程度で、町内福賀地区

、宇田郷地区での災害発生など想像しがたいというような異常な状況でありま

した。特に、平成９年の福賀地区の豪雨については、降り始めからが閉庁日で

あったこと、また、当時の気象庁からは、現在のような局地的かつ詳細な情報

もなく、ましてや線状降水帯というふうな用語も無かった時代でありまして、

連絡を受けて現地に赴くと、奈古地域の状況からはとても想像ができないよう

な様子に大変驚いたことを強く記憶しております。10年一昔と申しますけども

、現在の気象予報は、気象衛星や雨雲レーダーの能力向上、過去のデータの蓄

積・活用、また、スーパーコンピューターによるシミュレーション解析、より

小さな範囲の気象予測など、10年前に比べれば、精度、内容ともに格段に進歩

をしております。また、これと同時に、気象庁による降雨情報や市町村の避難

勧告等がリアルタイムで、テレビ等で流れるようシステム化されるなど、情報

発信の多様性、スピード化も図られ、情報伝達手段は格段に改善されていると

いうふうに思っております。こうした中、河川の水位等を監視し決壊が発生し

た場合、誰が情報を流すかとのご質問でありますけども、先ほど述べましたと

おり、気象予報の精度が格段に向上し、局地的かつ降水量の正確な情報を得る

ことが可能となっているほかにも、山口県が設置している雨量計が各地区３箇

所、具体的に申し上げますと、奈古地区では阿武地区農業集落排水の処理場、

そして福賀地区では長沢のため池付近、そして宇田郷地区では旧伊富建設の事

務所付近に、また、河川の水位計が奈古地区の新八幡橋付近の郷川に設置済と

なっているほか、今年度中には福賀地区の中村地区の大井川、また、今後順次

宇田郷の白須川、そして宇田川の順に設置していただくように県の方に要望し
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ておりまして、これは、これからネット環境が整えばリアルタイムで降水量や

水位が離れた箇所からも確認することが可能になってくると思っておりまし

て、これらも活用しながら、まずは氾濫を起こす前に避難情報を流すことにな

ります。梅雨前線の活発化や台風接近に伴う大雨等が予想される場合には気象

庁が注意報や警報等を発令し、そして、警報の発令時においては、役場の管理

職が24時間体制で、これを監視することになっておりまして、また、町が策定

しているところの「阿武町地域防災計画」のもと、気象庁が段階的に発表する

気象予測情報と５段階の警戒レベルを注視し検討しながら、災害に応じて災害

対策本部を事前に設置するなど、適宜避難勧告、避難指示等を発令していくこ

とになります。次に、避難情報レベルごとの住民の対応でありますけども、広

報７月号の配付の時に、全戸に警戒レベルごとの住民の行動を示したチラシを

配付したところであります。これは広報の記事としてではなく、常時目につく

ようにという思いから、居間等の壁や冷蔵庫等に貼っていただきたいという思

いがありまして、あえてチラシでお配りしました。なお、住民の皆さんに良く

知っていただくためには、ここであえてですね申し上げますと、各レベルの内

容と住民の取るべき対応を説明させていただきますが、まず、警戒レベル１は

、台風の接近等を見越して、今後起こるであろう災害に対する心構え、レベル

２は、ハザードマップ等により避難経路等の確認というふうになります。それ

からレベル３以上が大変なわけでありますが、まず、レベル３では「避難準備

・高齢者等避難開始」（昔でいう避難準備情報ですね、）は、まず避難が必要と

なるような災害が起こることが予想される時に、地域の皆さんが速やかに避難

できるように促します。また、避難に時間がかかる方、高齢者、障害者、要支

援者、乳児等のいる家族等につきましては、避難行動、今言うここの避難行動

というのは、早めに避難所或いは親戚などの家に移動する。或いは危機が迫っ

た場合の命を守る行動をとることを行うことであります。洪水時には、自宅の
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上に高い所へ避難する等の垂直避難等も促します。次に、警戒レベル４の「避

難勧告」は、安全のために早めの避難を促す時に発令いたします。拘束力はあ

りませんけども、必要に応じて早めの避難をしていただく必要があります。ま

た、「避難指示」につきましては、洪水・火災などにより、著しく危険が切迫

している時に発令し、対象地区住民の方が対象となりますけども、避難所等に

避難するいわゆる「水平避難」、そして先ほど申しましたが家の２階などの高

いところに避難するいわゆる「垂直避難」をするように、また、親類の家等に

避難するなど、速やかな避難が必要となります。最後に、レベル５は最大級の

避難になりますけども、既に災害が発生している状況の中で、命を守るための

最大限の行動を取ってくださいということであります。これにつきましては、

ご承知のように町の防災行政無線であったり、Ｊアラートであったり、広報車

を発出して広報等に努めることとなっております。 

 最後にタイムラインについてでありますけども、タイムラインにつきまして

は、防災関係機関が災害の発生を事前に前提に、起こり得る状況を想像して、

いつ、どのような防災行動を、どの主体が行うかを時系列的にまとめた防災計

画のことであります。自然災害等により人的、物的被害を軽減するためには、

インフラ整備や防災まちづくりによる防災対策を実施することも重要であり

ますが、たとえ施設が完成していたとしても、施設の設計の体力、対応力、耐

久力を上回る災害が発生した場合は、例えば堤防からの越水や崩壊等によって

災害が発生する可能性があります。つまり、施設だけでは防ぎきれない災害が

必ず発生する、という考え方に立って備えることが重要であります。こうした

中、本町におきましては、他市町村同様、県の防災課と萩土木建築事務所及び

下関地方気象台等の関係機関とタイムライン作成に係る協議を昨年６月より

開始し、今年の５月までに梅雨時期等の大雨、それと台風時、この２パターン

についてタイムラインの素案を作成し、現在試験運用をしているところであり
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ます。今年の梅雨時期の大雨や台風等の際には、この素案に則って情報の伝達

を行っておりまして、運用上気づきがあればその都度修正を行っている段階で

、令和２年６月より本格運用を開始する運びとなっております。なお、マイ・

タイムラインにつきましては、住民一人ひとりがそれぞれの環境、状況に合わ

せて災害時にどのような行動をとれば良いのかを、町や気象台の発する災害情

報をもとに、あらかじめ時系列的にまとめておくものでありますけども、今後

の作成指導につきましては、タイムラインの先ほど申し上げましたタイムライ

ンの本格運用に併せて行っていく予定としておりますので、また、ご理解、ご

協力を賜りますようよろしくお願いいたします。若干長くなりましたが、以上

で終わります。 

○議長 ７番、再質問もあろうかと思いますが、時間が参りましたので、これ

をもって７番、清水教昭君の一般質問を終わります。 

 ここで、会議を閉じて10分間休憩いたします。 

 

  休  憩   10時41分 

  再  開   10時49分 

 

○議長 休憩を閉じて、休憩前に引き続き一般質問を続行します。 

次に、２番、伊藤敬久君。ご登壇ください。 

○２番 伊藤敬久 ２番 伊藤が今から農業対策について質問します。 

 本年、７月10日、阿武町では森・里・川・海シンポジウムが開催されまし

た。環境省総合環境政策審議官の「中井徳太郎」氏の基調講演と「阿武町ま

ちづくりについて」のパネルディスカッションが開催されました。どのパネ

ラーも阿武町はすばらしい自然に恵まれ新鮮で多彩な魚と農産物がありこれ

を生かし６次化して発信すれば、阿武町は人を呼び込み、関係人口を増やし
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発展できると発言されていました。私は、この自然環境と新鮮でおいしい食

料を生産しているのは農業・林業・漁業に携わっておられる方の、地域を愛

し、先人が苦労して築いた農地を守り後世に引き継ぐために従事されている

人の努力による賜と思っています。そこで、阿武町の生産現場の状況は農業

漁業従事者の減少と高齢化・生産物の価格の低迷による厳しい状況があると

思います。そこで、今日は、自然と景観を守り、また、阿武町民が安心して

暮らせる住環境を守っている重要な産業である「農業」について質問します。 

農業の現状は、１つには農産物の自由化です。第二次世界大戦後、各国の

保護主義的な貿易政策を防止するルールを定めた（関税及び貿易に関する一

般協定）これが1947年に発足し第１回から第７回までの47年間については国

民の食糧を生産する農業は協議より除外されていましたが、しかし1994年（

第８回ガットウルグアイランドで農業も自由貿易の対象となり、農産物に直

接補助する価格支持政策は廃止をすることが決まり、緑の政策（農業が持つ

多面的機能・転作等の奨励金）は関税から除外され残ることが決まりました。

日本に対して米は例外扱いとして、米を除いた全ての農産物が関税化をされ

てきました。例外扱いとされた米は、１㎏当たり341円（60㎏当たり約2万円

）の関税を認める代わりにミニマムアクセス米として77万トンの輸入を義務

づけた決議がされました。それを日本政府が受け入れたことで第８回会議で

ＷＴＯの設立が合意されました。ガットウルグアイランドを受け入れた政府

は農業基盤強化策として様々な補助政策を実施してきました。しかし日本農

業は、国土が狭く、温暖化による気象変動等による災害の発生があるにもか

かわらず、厳しい自然環境の中で、農業を営んでおります。しかし政府は世

界的な自由貿易圏が進む、２国間協定・ヨーロッパ経済圏ＥＵが発足するな

ど広域自由貿易が発足する中で、農産物の自由化には農業者が反対したにも

かかわらず2017年（平成27年）11月10日ＴＰＰ「環太平洋パートナーシップ
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協定」が米は例外扱いとして、その他の農産物の主要５品目（麦・牛肉・豚

肉・乳製品・甘味資源作物）の関税は残りましたが、その他の農産物は関税

撤廃で合意をされたところであります。その後、ＴＰＰ合意を基準に、日本

とＥＵ間のＥＰＡ、日米貿易協定が合意され、まさに日本農業は世界の自由

貿易の中に組み込まれ外国の安い農産物が輸入されるようになり農産物価格

の上昇は見込めない厳しい環境の中にあります。農産物価格、特に日本の主

食である米についてみますと、ガットウルグアイランドが合意された平成６

年産の米価は、平成５年産の大冷害によりまして米不足がおこり、大量のタ

イ米が輸入されたことはご承知のとおりであります。その影響を受け、平成

６年に新食糧法が公布されて最初の入札価格による銘柄米の60㎏当たり平均

価格は2万1,367円、その時の政府買い入れ価格は60㎏当たり1万6,392円でご

ざいます。平成６年以降豊作が続き米の需給に余裕ができ、消費者減少もあ

り米価は年々下がっております。平成30年産のあぶらんど萩農協の買入価格

は1万1,500円～1万2,500円の間となっています。そこで、２つ目は米の生産

にかかる費用です。そこで中山間地が多く生産条件が近い中国四国農政局管

内の米生産について公表がされております。平成30年産の個人経営の米生産

費を見ると、10a当たり生産費を全経営体平均（平均作付面積89a）でみると、

費用合計米にかかる費用が14万906円、その中の物財費、種籾、肥料、農薬、

農機具代などが9万5,843円、労働費、日常の管理、草刈りなどの費用が4万

5,063円となっております。そこで全経営体の10a当たり平均収量476㎏（約８

俵です）これに最近の60㎏当たり推定価格１万2,000円を掛けて計算して推定

でみますと売上額が9万5,200円で物財費が9万5,845円でほぼ同額で労働費は

でません。これが現状です。また、私の住んでいる集落で転出した人の農地

を預かって生産した平成30年産の生産費用は15万91円、その中の物財費9万

6,742円、労働費が5万94円となって、売上が8万6,143円で、物財費も足りま
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せん。不足分の草刈り賃は中山間直接支払制度を活用して対応し支払ってお

りますが、他の不足分は無報酬でやっているのが現状でございます。米を生

産しても生産費が売上より高いという状況にあります。３つ目は、農業生産

に従事されている農業者の年齢構成です。農林業センサスで阿武町の現状を

みますと2010年（平成22年）今から約10年前です。10年前は326人の方が農業

をされております。その内60歳以上が276人で85％を占めております。また、

内男性は167人で60歳以上が136人で81％でございます。５年後の2015年（平

成27年）ですが、農業従事者が205人、その内60歳以上が176人で86％、男性

は108人で60歳以上が95人で88％となっております。たった５年間で農業をす

る人が約100人阿武町で減少しているのが分かります。その内60歳以上の割合

は約９割を占めるという状況にあります。来年の２月１日に農林業センサス

が実施されますが、団塊の世代戦後生まれが70歳を超えてきますので高齢者

の構成割合が増えて、ますます高齢化が進行することが予想されます。この

ように、阿武町の農業の現状は、農産物の自由化による農産物価格の低迷と

農業者の減少と高齢化等農業を取り巻く環境は厳しいものがあります。今阿

武町として農業対策をしないと阿武町の豊かな自然、町民が安心して暮らし

住める環境の維持ができなくなると思っております。Ｉターン・Ｕターン・

関係人口を増やす取組も重要ですが，阿武町の主要産業である農業の維持・

発展も重要と考えますが、町長の考えをお伺いいたします。以上です。 

○議長 ただ今の、２番、伊藤敬久君の質問に対する執行部の答弁を求めま

す。町長。 

○町長 ２番、伊藤議員からは、農業対策についてご質問をいただきました。 

また、戦後から今日に至るまでの、国の米政策にかかる詳細なご説明もい

ただいたところであります。本当に、日本の農業は貿易の事情によって大き

く変化して、その都度、米価や生産量・出荷制限等に大きな影響を受けて、
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農家の所得を左右する要因となったことが明らかになったところでございま

す。また、近年の地球温暖化などの異常気象によって、これまで作付けを行

ってきた主食用米につきましても、夏場の高温により作付け品種の変更が必

要になるなど、自然環境によって大きな変革が求められてきております。ま

た、同様な理由によりまして水稲うるち玄米の１等比率にも影響が出てきて

おりまして、全国的には今年産の１等米比率が72.9％であり、昨年に比較し

て7.4ポイントも低下しておるということでありまして、山口県におきまして

も同じように、今年産の１等米比率につきましては68.8％で昨年に比べて8.4

ポイントも低下するなど、全国の平均よりも品質が悪い状況にあります。そ

して、この１等米以下になった原因につきましては、高温による白未熟粒な

どの形質によるもの、カメムシの着色粒、それからこれらによって等級が下

がったということであります。また、議員ご指摘の生産費に着目してみます

と、今年10月公表の農林水産統計によれば、平成30年産米の生産費でありま

すが、当地域では中山間地が多くて生産条件が悪いために、農家１戸あたり

の作付面積も平均で89.9aと小規模であることから、ご報告のとおり10aあた

りの農機具、賃借料、そして肥料代、農薬代を合計したが物材費9万5,843円、

そして労働費が4万5,063円、合計で14万906円となっているところであります

。これをもっと小さく作付け規模でみますと、0.5㏊、５反未満での物材費は

13万651円、労働費は7万9,522円で、５反未満の農家につきましては生産費が

合計で21万173円、そして逆に５㏊以上のある程度中規模でありますが、こう

いった農家につきましては、物材費が7万3,905円、労働費が2万1,078円で、

合わせて経費として9万4,983円と、当然のことでありますが小規模農家は経

費負担面で大変不利であり、経営面積が0.5㏊未満と５㏊以上の農家では、10a

あたりの生産費に2.2倍の差が出ているところであります。ちなみに、組織法

人経営における生産費は合計で8万9,593円と報告されており、個別経営の５
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㏊以上の生産費よりも更に5,000円程度安価になると報告がされているとこ

ろでありますが、この差額の内訳といたしましては、労働費ではなく肥料費

や薬剤費等で、共同購入や大量発注によってこれがスケールメリットが出て

いるということが予想されておりまして、農業経営をより堅実にするために

は、ある程度の規模の組織化も必要になるのではないかと考えております。

次に、農業従事者に関するデータは議員もご指摘がありましたところであり

ますが、年齢のデータを見てみますと、平成22年、そして27年、この5年に１

回の農林業センサスによれば、就業人口に対する平均年齢は、山口県で70.3

歳、阿武町ではほぼ同じで70.4歳であります。一方で従事者の平均年齢は、

平成22年が、県で61.6歳に対し本町では63.9歳、５年後、平成27年につきま

しては、県が63.5歳に対して阿武町は65.4歳と５ヶ年間で約２歳の高齢化が

進んだということであります。このように農業を取り巻く状況は、ご指摘の

ように大変厳しい環境にありまして、阿武町の農業をどのように維持、更に

は発展させていくかというふうな趣旨のご質問であります。まず、農業従事

者の高齢化に伴う対応でありますけども、従来どおり「農業人フェア」や「

まちづくり移住就業セミナー」などの阿武町の農業を広く紹介する農業フェ

アへの積極的な参加等を行うほかに、山口県立農業大学校との情報共有等に

より、新規就農による担い手の確保につきましては必要というふうに考えて

いるところでありますが、ＩターンやＵターン者につきましても歓迎すべき

農業の有望な担い手であると考えているものであります。また、今年２年目

の取り組みになりますけども、阿武町版総合戦略の中の４分の１ワークスに

よります援農の制度につきましても、受入農家からは、生産・出荷の安定化

や規模拡大には大変有効であるというふうに好評を得ておりますので、引き

続き支援し、４分の１ワークスで訪れた若者により阿武町をＰＲしていただ

き、１人でも多くの関係人口を増やすことも重要であろうと考えております。
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次に、農地の保全に対する取り組みであります。遊休農地、耕作放棄地の解

消のために、奈古地区におけるほ場整備を今推進し、整備された農地を中核

農家へ貸し付け、効率的な営農体制を確立していただくとともに、すでに計

画につきましてはご報告済みでありますが、このほ場整備の一部にキウイフ

ルーツのモデル農園を造成して、地域の農産物の生産拡大と生産振興を目指

したいと思っております。また、社会福祉法人ＥＧＦのグループホームを誘

致し、そこに居住する若者を、農作業で不足しております単純労務の担い手

として雇用する農福連携を推進して参りたいとも考えております。作業の内

容といたしましては、例えば、既に福賀の福の里では実践しておられますけ

れども畦畔の草刈りや、そしてキウイフルーツ園における選定枝の片付けな

どを始めとした、各種の業務を担ってもらえることが期待できるものであり

ます。次に、昨年度から実施しております、畦畔管理の省力化のための「セ

ンチピードグラス」の吹き付けでありますが、吹きつけまでの除草等を含め、

適正な管理を行うことにより畦畔の草刈りが、通常でありますと夏場におけ

る４回から５回の厳しい草刈り作業が、冬場の年１回に削減できるといった

画期的な工法であり、議員ご指摘の生産費の削減につながる最も有効な対策

であるというふうに思っておりまして、今後も要望に応じ推進して参りたい

と考えているところであります。また、スマート農業の取り組みであります

が、今年は町内の「うもれ木の郷」におきまして国の「スマート農業実証プ

ロジェクト」に採用されて、ＧＰＳ機能付きブロードキャスター、トラクタ

ーにおきましては自動運転機能の追加、直進機能付きの田植機、食味・収穫

量機能付き５条コンバインなどの導入にかかる補助を受けて、最先端の農業

を実感したところであります。が、しかし省力化につながる取り組みといた

しましては、これ以外に水田の水管理には相当な労力を要しておりますこと

から、今後は、進化の著しいＡＩ機能を活用した水管理システムの導入に向
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けた研究を行い、先ほどの畦畔管理の省力化を含めた水稲管理の省力化に向

けた取り組みを推進して参りたいと考えております。今年度に入りまして何

度も申し上げて参りましたが、本町におけます基幹産業であります第一次産

業の振興、取り組みを更に強化するため、経済課から農林水産課に課名も組

織も変更をしましたところであり、特に農業の振興に関しましては意を持っ

て今後とも取り組んでいく所存でありますので、ご理解たまわりますようよ

ろしくお願いいたします。以上で、答弁を終わります。 

○議長 ２番、ただ今の執行部の答弁に対する再質問はありますか。 

 （２番、伊藤敬久議員「はい」という声あり。） 

○議長 ２番、伊藤敬久君。 

○２番 伊藤敬久 再質問をいたします。今、町長の方でご回答いただきま

した農作業の軽減、それから農作業の軽減で１／４ワークスの活用とそれか

ら身体障害者による農作業の軽作業を担っていただくと。スマート農業でＡ

Ｉ、それからＧＰＳをつけた大型農器具の導入等、今から進めて生産に係る

労働力軽減を推進していくというふうに言われましたが、今、阿武町には７

法人あります。法人の方が日頃農業に地域全体で農業を守る、地域農業は自

分たちで守るということで頑張っておられることには敬意を表したいと思い

ますが、町内をみますと平坦地での法人化の割とみやすい地域と、急傾斜地

が多くて法人化をするには大変困難を要するところとが色々あります。そこ

でお尋ねをいたします。今、現職の勤労者の定年制が60から65歳に引き上げ

られております。これは地域農業を守る親として、私も親ですから、親とし

て定年があれば家を継げということで言っておりますが、65歳になるとなか

なかそういうわけにも参りませんので、今おる農業者の高齢化した農業従事

者でもう少し頑張っていただいて阿武町の地域農業を守っていくということ

で再質問をさせていただきます。 
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中山間地域の農業には今町長が言われましたように、草刈り作業が非常に

重労働であるということで、今年センチピードグラスの町の補助によりまし

て私の集落でも試行植え付けをしたところであります。その経費はですね、

１㎡当たり300円でこれを1,000㎡に換算します30万円かかるわけです。急傾

斜地の畦畔はその程度の広さがあるわけでございまして、１反をやるに30万

円というような経費がなかなか農家負担としては大変なので、ここのところ

の負担軽減はできないかお聞きします。 

それと二つ目は、高齢農家は今農業をやっておられるわけですが、大型機

械（トラクターやコンバイン等）の買い換えが必要になった時に農家は先々

の体力と今の米価の現状を考えた時には1台200万円から300万円もする農機

具を購入するということの判断が難しくなってきております。そういうこと

ができない場合はリタイヤされると、農業を継続して営んでいただけないと

いうことになりますので、阿武町は農業委員会が今、各農作業ごとの作業料

金を決めておりますが、この範囲で生産費の内で作業できる受託組織といい

ますか、作業料金ができないかお伺いしたいと思います。 

それから、地域において機械共同利用による農機具のコスト軽減のために

共同利用するというふうに協議をして地域や集落で決めた時に町の補助があ

るか。または国の制度としてそういう制度があるかどうかをお知らせを願い

ます。 

それと、水稲栽培においては年１回しか利用しない大型機械がたくさんあ

ります。そういうものを町としてリースをする公社を立ち上げてはいかがか

と思いますので町長のお考えをお聞きしたいというふうに思います。 

○議長 町長。 

○町長 ４項目ほど再質問をいただきましたけれども、本当に今、農業を取

り巻く情勢の中で、ＴＰＰ、ＥＰＡですか、それからアメリカとの直接の貿
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易協定の中で米は外れておりますので、米としては一安心であります。しか

しながら他の農産物につきましては大変な関税の引き下げということで大変

大きな問題になっておりまして、ご紹介のありましたように25年前私も担当

しておりましたが、しつこく頭によく覚えておりますが、あのＵＲ対策ガッ

トウルグアイラウンド、そこにいくにおきましては25年前にＵＲ対策として

強い農業を作っていくということで膨大なお金を突っ込んでこの対策を行っ

たわけでありますが、しかしながら25年たった今日、その成果が本当に現れ

てきたのか、ということになりますと、お金は使ったけどもなかなかそうい

った成果が現れていないというのが現実であり私も同様の認識を持っておる

ところであります。そうした中でまず１点目のセンチピードグラス、畦畔を

覆う草ですね、背丈の低い草で畦畔を覆って草刈り作業を年間４、５回やっ

ていたものを年１回ぐらいで済む、というふうな名目のもとに、これも元々

出だしは、宇田郷地区の方々との集まりの中でそういったものが何かないか、

そのことによってある程度今それが大変な最大の重労働、農作業の中で米を

作るよりも更にそれが最大の重労働となっております。このことが耕作放棄

地につながっていくんだと。そうするとそれに対する何か良い方策があれば

高齢化はある程度進むけれども一時はまだ持ちこたえられる、というふうな

ことがあって、そういうふうなお話の中で農林水産課の方でそういうふうな

考えを聞きながら何か良いものはないかというふうなことで、色々なところ

に手をつくしてセンチピードグラスというようなものがある、というような

ことがわかった、そういうふうなことで、じゃあそれについて、私もそれを

お聞きしましたので、実証実験をやってみようじゃないかというふうなこと

で、単独で町の方でそういった補助制度はありませんので、それはでも阿武

町の農業にとってみれば、もしかしたら有効なことかもしれないのでやって

みようということでそれに単独で補助をつけて今実証事業をやってるんです
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ね。私は今ここでそういった畦畔の吹きつけ等につきまして来年からどうこ

うということは今申し上げませんが、まずは今まで実証事業をやったものが

どういう成果がでてくるのか、これをみてみないといけないというふうに思

います。これが今までもこういったものについてはいろんなものが試されて

きました。しかしながら本当に今実になって効果を現しているものがほぼな

い、と言えると思います。色々なものが行われてきました。でもなかなかこ

れが成果になってない、お金を突っ込んで２、３年は良かったけれども、後

はもうそれで終わり、というふうなものが、経験上たくさんあったわけであ

りますから、ここはやはりその状況をみてその成果たるものを確信を得た中

でないとなかなかあと３年経ったらお金を使っただけで何もなくなりました、

みたいな話になる、ということでありますから、今やったものについてしっ

かりと見極めていきたいというふうに思っております。 

２番目の、米の売上等の受託組織の話ですね、受託組織の話につきまして

は、ご承知のようにこういったものを、農作業を受託組織として、ドリーム

ファームというものを平成８年に立ち上げておりまして、いずれそういった

高齢化が進み、中で個別農家がその大きなお金を要する機械をそれぞれにも

って、個別完結型で農業をやっていくというのは、いずれ行き詰まる、とい

うようなことは当然のことでありまして、それがために一定のものにつきま

してはもう外注していこうというふうなことでドリームファームというもの

を立ち上げたわけであります。ですから今個別完結型農業というのは目指す

べき方向ではない、一定の規模があるものについてはいいんですけれども、

しかしながら一定の規模のあるところであっても大規模な乾燥施設等につき

ましてはカントリーに運び込んでいったりしておりますから、やはり全てに

おいて個別完結というのは今からは難しいのではないかと思いますし、先ほ

ど規模的言いましたように５反未満のものと５㏊以上のものは２倍以上の経
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費の差があるわけでございますから、そこはしっかりとやはり農業もボラン

ティアではないのですから、これは産業として事業として取り組むわけです

からそこに費用対効果の考え方も当然出てこないといけないわけでありまし

て、そうするとやはり、そういったところに外注する方が安いのであればそ

ちらを利用していただくというのが良いんではないかなというふうに思って

おるところであります。 

それから３番目のことでありますけども、機械の共同利用に対する補助と

いうふうな話でありますけれども、これも今言ったこととほぼ同じこと事で

ありますけれども、今、国、県におきましてただ単純に機械を共同利用する

から補助するというふうな制度はありません。これも20年30年前にはありま

した。そういう制度も。それは目指すべきものが個別完結型ではなくてもっ

と多くの人が集まってやる農業を展開する、そこにスケールメリットが出て

くるというふうなことで、そういうふうがために例えば10軒なら10軒が集ま

ってトラクター10台あります、コンバイン10台あります、田植機10台ありま

す、これを取っ払って全体で１台でやっていく、そこで減価償却費を削減さ

せていくというようなことで、そういったものを目指すための補助事業はあ

りますけれども、それはもう20年30年前の話でありましてもうその時代は私

は終わったと思っておりまして、その農業をする方々がそれぞれの農業経営

としてどうあるべきかを考えていくということでありまして、例えば町が単

独で共同利用の機械について補助するというふうなことは制度上あるならそ

れで当然良いですけれどもそうでないものについてまで単独で補助をすると

いうのは少しもう時代とは違うなというふうに思っております。 

それから今度は機械のリース会社の話でありますが、これにつきましても

同じようなことでありますけどもぜひそういうふうなことじゃなしに、今あ

る組織、ドリームファームあたりを使っていただく方がいいんではないかな
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と思っているところでございます。以上です。 

○議長 ２番、再々質問はありますか。 

 （２番、伊藤敬久議員「はい」という声あり。） 

〇議長 はい、２番 伊藤敬久君。 

〇２番 伊藤敬久 なかなか補助事業は難しいということがよく分かりまし

た。それでも今の農業の実態を考えますと地域におりてですね、しっかりと

地域の農業者と話をしてどうしたら阿武町の農業を守れるかということを協

議していただくということをお願いして質問を終わります。 

○議長 これをもって２番、伊藤敬久君の一般質問を終わります。 

○議長 次に、１番、中野祥太郎君、ご登壇ください。 

○１番、中野祥太郎 それでは通告に従いまして最初に漁港及び海岸施設の

今後の整備についての質問をいたします。阿武町の海岸線は、海岸を沿うよ

うに国道191号とＪＲの山陰線が走っており、車及び列車から眺める景色は大

変美しく心が癒やされ、風光明媚な海岸線でございます。また、漁業は水揚

げ量の減少と魚価の低迷により担い手が少なくなってはおりますが、近年宇

田郷地区では定置網の復活で地域の活性を誘導しています。また奈古地区に

おいても一本釣りが衰退する中やはり定置網漁で頑張っておられ、両地区の

漁業者ともに担い手の若返りがみられ、今後に期待されるところでございま

す。しかし、この美しい海、豊かな海が、近年地球温暖化などの影響により、

昔と比べ、時化の時の波が大きくなったような気がしております。そのせい

で至る所で護岸が崩れており、ひどい所では家の土台が崩壊し、今にも家屋

全体が海に流される状態となっているところもございます。また、台風など

の大時化には、越波のため国道191号が通行止めとなり、通勤、通学、通院な

どに支障を来している状況でございます。このような状況を踏まえ、次の４

点について町長にお伺いします。 
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１．以前、漁港施設について点検をされていますが、漁港に矢板護岸の施

設が見受けられ腐食による劣化が気になるところでございますが、そういっ

た護岸の劣化に対して対策が必要な箇所数と、今後どのような対策、対応を

されるのか。 

２．海岸施設についても点検を実施されているはずですが、井部田尻、木

与において、民家・倉庫の護岸が既に崩壊している所があります。これを含

めて対策が必要な箇所数と、今後どのような対策、対応をとられるのか。 

３．清ヶ浜の宇久地区の遠根川河口付近では、砂浜の浸食がひどく高い断

層となっており、放置すると清ヶ浜の原型が損なわれ、河川や民家にも影響

が出る可能性があります。これは沖合に設置してあるテトラポットが大きく

要因していると思われますが、今後どのような対策、対応をされるのか。 

４．宇田郷駅前の越波対策として、現在、国土交通省山口河川国道事務所

が工事をされていますが、工事内容と現在の進捗状況は。また、仮設の防護

壁は今後撤去されるのか。 

以上について、町長の答弁を求めます。 

○議長 ただ今の、１番、中野祥太郎君の１項目目の質問に対する執行部の

答弁を求めます。町長。 

○町長 それでは中野祥太郎議員からの「漁港及び海岸施設の今後の整備につ

いて」のご質問でありますが、先ず１点目の「漁港施設護岸の劣化に対して対

策が必要な箇所数と今後の対策、対応について」でありますけども、まず町が

管理する漁港施設は125施設ありまして、これらについて、平成23年度から点

検調査を実施してきたところであります。その結果、施設が老朽化し機能が低

下している状態、又、対策を施さないと機能の低下が懸念される状態の施設が

８箇所ありまして、その内２箇所につきましては、既に対策済みであります。

従って残りの６箇所につきましては、今後随時対策を実施していきたいと思っ
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ております。また、６箇所の中に議員ご指摘の矢板護岸が２施設あり、対策と

しては矢板の腐食を防ぐ電気防食工事を実施していきたいと考えております。 

 次に２点目の「海岸施設の対策が必要な箇所数と今後の対策、対応について

」でありますが、町が管理する海岸保全施設区域延長は3,604ｍあります。そ

して、海岸保全施設も漁港施設と同様に、平成30年度から点検を実施しており

まして、その結果補修が必要となった施設延長は657.2ｍとなっております。

この対策が必要な施設につきましては、随時国等の補助を受けながら実施して

いきたいと考えております。しかし、議員ご指摘の井部田尻及び木与の護岸に

つきましては、個人が管理する護岸となっており、町が管理する海岸保全施設

区域延長には含まれておりませんが、このまま放置すると国道に支障を来しま

すし、既に一部歩道の道台が崩壊している箇所も見受けられますので、現在、

国土交通省山口河川国道事務所が緊急対応を実施しているところであります。

通常、個人の管理について町は関与しませんけども、この度は背後に公共施設

等があり多くの人に支障を来す恐れがありますし、崩壊した家屋の柱等が海に

流れて、船舶にぶつかるなど大変危険となる可能性がありますので、国土交通

省山口河川国道事務所と護岸の本復旧に向けて既に申し入れをしておりまし

て、今後対応策について協議するというふうになっているところであります。 

次に３点目の「清ヶ浜の浸食の今後の対策、対応について」でありますけど

も、議員ご指摘のとおり、清ヶ浜の宇久地区の遠根川河口付近の砂浜が浸食さ

れ崖となっていることは私も承知をしているところであります。この清ヶ浜に

つきましては、以前、浜全体の浸食が大変ひどくなったために、離岸堤を昭和

56年度から昭和58年度にかけて100ｍ、そして昭和59年度から昭和62年度にか

けて100ｍ、そして昭和63年度から平成２年度にかけて35ｍを設置したところ

です。この設置のおかげで清ヶ浜の砂が流出せず、現在の状況となっているこ

とは議員ご承知のとおりであります。しかし、最後に残った35ｍの離岸堤の箇
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所につきましては、本来100ｍの計画となっていたわけでありますが、河川協

議の中で、川の流れが阻害され、川の流れる方向に対して11度以内かつ河口幅

の10倍の範囲内において構造物は設置できないというふうな基準になってい

るため、100ｍが35ｍになったといういきさつがあるわけであります。このた

め宇久側の離岸堤の効果が薄れて、波が河口付近に入り込むために浸食したの

ではないかと考えています。今後、このまま放置すれば更に浸食がひどくなり

、河川堤に影響が出ることが懸念されますので、離岸堤以外の工法も今後とも

検討して参りたいというふうに思っております。 

次に４点目の「宇田郷駅前の越波対策の進捗と仮設防護壁は撤去されるのか

」ということでありますが、議員ご承知のとおり、宇田郷駅前の国道は、越波

により度々、全面通行止めや片側交互通行になって、道路利用者に大変な障害

を来しているところであります。このため、国土交通省においては、平成27年

に当面の越波対策として消波ブロックの一部設置及び仮設の防護壁を設置し

たところであります。現在、本格的な対策として消波ブロックの更なる設置が

行われておりまして、11月末時点での進捗率につきましては90％の進捗率とい

うふうに聞いております。また、仮設防護壁、矢板が建っておりますけども、

これの撤去につきましては、消波ブロックの設置後に越波の状況をみながらど

うするか、これを判断することになりますが、もし防護壁がまだまだ必要であ

るということになれば、現在のような仮設防護壁ではなくて、景観に配慮した

そういった防護壁を設置するよう検討しているというふうに聞いております。 

以上で答弁を終わります。 

○議長 １番、ただ今の執行部の答弁に対する再質問はありますか。 

 （１番、中野祥太郎議員「はい」という声あり。） 

○議長 １番、中野祥太郎君。 

○１番、中野祥太郎 回答どうもありがとうございました。まず、４つの中の２番目にあ
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りました個人の民家の倉庫、これが崩壊しそうだと、或いは流れそうだというようなこと

の中で、今後県との対応協議となっておるということでございましたが、これはまず言

われたように「個人の所有物であるから個人で対応ということが前提ですよ」ということ

でしたが、この一つには個人さんの方々の相談をされたのか、或いは個人さんがどう

いうふうな希望、或いは要望があったのか一つ教えていただきたいということと、４つ

の全体的なことなんですが、当然今ほとんど国、県への補助金といいますか一般財

源が阿武町でできるような仕事でどれもございません。ということはいかにどうやって

その国、県へ要望するかということが非常に重要なことであろうと思います。従いまし

て今までの国、県への要望活動、或いは今後どういうふうにそういうふうな要望をさ

れるのか、例えば年に何回が良いのか、或いは町だけでやるのが良いのか、漁協さ

んと一緒にやるのが良いのか、ちょっとその辺は私も分かりませんが、そういった今

後の対応がどうされるのか、ということを質問いたします。以上です。 

〇議長 土木建築課長。 

〇土木建築課長 倉庫等の国との協議はしたか、というご質問でありますが、一応

所有者の管理されることに関しましては個人と、一応個人の所有なので町としてすぐ

もって対応はできないということを以前から申し上げております。それで今後、国及

び県に要望はどうしていくのか、今後どういう対応をするのか、ということでございま

すが、この件に関しましては、今、木与の部分に関しましてはまだ考えておりません

けれども、井部田尻の浸食箇所につきましては、今国の方へ町の方からですね、対

応してくれないかという、先ほども町長が答弁しましたように、すでに要望の方はいた

しております。また木与につきましてもまだ要望はしておりませんけれども、今後県と

協議しながら、要望なりまた個人的な施設についても、今後重大な公共施設の支障

を来すということで、県と協議しながら対応を進めて参りたいというふうに思っておりま

す。いずれにいたしましてもそういう箇所があれば、議員の方から町の方に要望をし

ていただきまして、できることがあれば国及び県の方にまた要望なり対応していきた
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いというふうに考えております。以上です。 

〇議長 ２番再々質問はありますか。 

 （２番、中野祥太郎議員「ありません」という声あり。） 

○議長 それでは続きまして、２項目目の質問を許します。ご登壇ください。 

○１番、中野祥太郎 それでは続きまして通信システムの強化についての質問をい

たします。近年、一般家庭ではスマホの普及により、ややもするとパソコンの

利用が一時より少なくなっているような（私だけかも知れませんが）気もし

ます。阿武町役場、民間企業など多くの場面での事務には、このパソコンを

手放すことは皆無でございます。しかし、メールなどの通信速度が遅く、必

然的に事務の執務時間が遅くなり困っているとの話をよく耳にいたします。

また、ＵＩターン対策や企業誘致対策としても必要性が高い機能でございま

す。この対応として、光ファイバーの利用が有効手段と考えられます。阿武

町においても、役場には国や県、教育機関等官公庁向けの光回線が入ってい

るものの、各企業、各家庭までの配線が整備されておらず利用ができない状

況があります。11月28日つい最近のことでございますが、宇部市では産業創

出など地域の活性化に活用するため、高精細な映像など大量データを高速で

やりとりできる第５世代移動通信システム(５Ｇ)を、通信大手のＮＴＴドコ

モと連携協定をされた新聞記事を見ました。このように通信システムにおい

ても、ある程度の機能が利用できる自治体でないと、住民満足度のアップや

定住対策につながってこないと思われます。光ファイバー利用などの通信シ

ステム強化を、今後どのような対策、対応をされるのか質問します。また、

愛称を「はあぶビジョン」として萩ケーブルテレビが萩テレビ株式会社へ社

名変更されました。会社風土も一新され、ケーブルテレビやインターネット

の利用についても、料金の引き下げを検討していると聞いております。但し、

チャンネル数は少なくなるとのことですが、料金が引き下げられること、或
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いは色々な機能が効果的に行われることについては町民にとって大変喜ばし

いことであります。そこで、その後の事態が町の中の情報としてどのような

進展があったのか情報を聞かせていただけましたらというふうに思います。 

以上について、町長の答弁を求めます。 

○議長 ただ今の１番、中野祥太郎君の２項目目の質問に対する執行部の答

弁を求めます。町長。 

○町長 「通信システムの強化」についてでありますけども、まず、第１点

目として、「通信システム強化の対策とその対応」についてでありますが、情

報化の進展に伴う「５Ｇ」や「４Ｋ」、「８Ｋ」といった急激な通信量の増加

に伴いまして、末端までの「ＦＴＴＨ」化、光ファイバー網の整備を進めて

いかないと、更なるデジタルデバイド、情報格差を生み、住民のサービスの

ほか、ＵＪＩターンの推進や企業誘致等にも大きな支障を来すという趣旨で

あろうと思っております。最初に、「５Ｇ」について少し触れておきたいと思

いますけども、この「Ｇ」というのはジェネレーションの略で、移動通信に

おいては10年ごとに大きく変化しておりますが、1980年頃から「１Ｇ」、そし

てアナログ方式の自動車電話、ポケベル、携帯電話による通話、通信が始ま

り、1990年代には「２Ｇ」、携帯のデジタル化によってメールが可能になりま

した。そして2000年代になりますと「３Ｇ」でありますが、携帯でインター

ネットや動画の閲覧ができるようになり、2010年頃からは「４Ｇ」、これでは

スマートフォンを活用した情報サービスが大きく普及した時代であります。

そして今2020年から始まる「５Ｇ」では、更に、自動車分野、産業機器分野、

ホームセキュリティ分野、医療分野など幅広い分野で「ＩＯＴ」、全てのモノ

がインターネットのネットワークにつながり、サービスが生活全般に関わっ

てくる、そういう時代を迎えるわけであります。 

移動通信には基地局がありますので、電波が空中を飛んで伝わるイメージで
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ありますけども、基地局間は実は地上回線でつながっておりまして、今後の

「５Ｇ」の普及のためには、電波の到達距離が１㎞程度と短いこともありま

して、各事業者のこれまでの「４Ｇ」のインフラがベースではありますけど

も、より細かな高速光ファイバー網の整備が必要となって参ります。そうし

たときに、阿武町では平成13年度に国の「新世代地域ケーブル施設整備事業

」を活用して、当時の(株)萩ケーブルテレビネットワークに国が１／４、県

が１／８、町が１／８の、合わせて１／２になりますけども、これを補助す

る形で町内全域のテレビの地上波難視聴対策及びデジタル化対応とブロード

バンド化を図って参りました。当時、インターネットの通信速度は２Ｍｂｐ

ｓと８Ｍｂｐｓからスタートし、その後の通信量の増大や速度アップのニー

ズに応える形で２７Ｍｂｐｓまで高速化が図られて参りましたけども、当時

私が担当課長でありまして、これでは定住や企業誘致に支障があるというこ

とを思いまして、平成28年度に町の単独事業、「阿武町超高速ブロードバンド

化施設整備事業」を創設いたしまして、１／２の補助をすることとし、今現

在はようやく名目ではありますけども100Ｍｂｐｓの通信速度になったとこ

ろであります。 

現在のセンター施設及び伝送路は平成15年２月の完成で、その後16年を経

過しておりますが、(株)萩ケーブルネットワーク、現在の(株)萩テレビを本

局として、光ファイバー網が奈古までは県の「ＹＳＮ」（山口情報スーパーネ

ットワーク）を活用し、そして、それから先の幹線は阿武町役場の本庁駐車

場を支局として、そして、再び「ＹＳＮ」で宇田郷支所の駐車場にサブセン

ター、更に、つづらの仏坂を上がって福賀に登る光ファイバー網が既に構築

されております。更に、それから先は各地区毎に「ノード」という分岐とい

うか結節点が設けられておりまして、それぞれの下に200～300軒程度が分配

されておりまして、各家庭までいっておりますが、現行ではノードから家庭
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までの部分が同軸ケーブルとなっておりまして、今後の「５Ｇ」の普及、例

えば遠隔医療やスマート農業、自動運転など地域課題の解決、全てのモノが

インターネットとつながる「ＩｏＴ」社会の実現のためには各家庭までの光

ファイバー網の構築が必須となっておるわけであります。また、本年９月に

は経年劣化に伴う機器の故障が原因で奈古地区の町営住宅付近の220世帯で

長時間に渡る不通が生じました。このほかに、夕方から夜間にかけての時間

帯や、奈古地区の住宅街では世帯数の増加等により、通信速度の慢性的な遅

延が生じるとともに、大容量データの送受信、特にユーチューブ等の動画の

視聴に支障を来しておりまして、基本計画策定の際に行ったまちづくりアン

ケートにおいても最優先課題として要望も上がってきているところでありま

す。通信事業者は(株)萩テレビに限らず、例えばＮＴＴなどもあるわけであ

りますが、ＮＴＴにつきましては過去に何度となく光ファイバー網への要望

もしてきたところでありますが、費用対効果という点で、不可能という回答

がありまして、既に町内にケーブル網が設置されておりまして、また、人口

が少なくて採算性の見込めない中では、地上回線の高速化について、まずは

現行の(株)萩テレビさんとの関わりの中で行うことが必要となると思ってお

ります。ご指摘のとおり、８月30日(株)萩テレビが設備一式を(株)萩ケーブ

ルネットワークから引き継ぐ社名変更、とともに、経営陣も刷新されて、新

たな経営環境の下で設備投資や機器の更新、サービスの向上も期待されてい

るところでありまして、今年９月２日でありますけども、新しい(株)萩テレ

ビの大井社長が私のところに就任のあいさつに来られた際にも、初めてお会

いしたわけでありますがちょうど良いタイミングでありましたので民生的な

視点ではなく、企業誘致やＵＩターン施策にも関わる重大なインフラである、

ということを私からも申し上げ、強く高速化に向けた要請も行ったところで

あります。また、このことにつきましては11月の令和２年度の知事要望の際
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にも町の重点要望として、知事にも文書を提出し、その際に口頭でも今申し

上げましたような趣旨を申し上げたところであります。(株)萩テレビの方か

らいずれ第３セクターとして町にも出資のお話もあるかというふうに思って

おりますけども、現在の国の補助事業でこうした高速化に向けた整備を行う

場合、地方自治体が事業主体となる場合には１／２の補助の制度があります。

ただ第３セクターの場合はこれは１／３になるというふうなことであります。

ここはよく検討すべきところだというふうに思っておりますし、何と申しま

しても事業費が膨大なものがあります。ですので多分皆様方が想像される桁

が一つぐらい違うぐらいの事業費がかかるというふうに思っておりますので

ここはよくよく検討しなくてはならないというふうに思っております。今、

ようやく山陰道の工事に着手され、物流の高速化の筋道がついて参りました

が、片や通信網の高速化、デジタルデバイトの解消についても阿武町におい

ても物流の高速化と平行して必須の生活課題であるインフラであるというふ

うに考えております。光ファイバーの整備には今申し上げましたように膨大

な経費がかかって参りますので、財政状況を勘案しながら、時期や手法を見

極め、町としても対応していく必要があると考えておるところでございます。

次に（株）萩テレビの今後の受信料のことでありますが、現在の（株）萩テ

レビの受信料につきましては（株）萩ケーブルネットワークの料金体系をそ

のまま引き継がれておりまして、県内地上波と12チャンネルの独自番組のみ

の視聴コースが700円で、県内地上波と12チャンネル、テレＱ、ＴＮＣ、それ

からＢＳ、ＣＳが見られるベーシックコースというのが4,000円、そしてＢＳ

、ＣＳが見られる番組によっては追加料金がもちろん必要となります。今後

は放送と通信の融合が進み、４Ｋ、８Ｋの高解像度の放送、またインターネ

ットを通じて好きな時に好きな番組を見るオンデマンドの利用が増えてくる

と思っておりますので、先ほどの光ファイバーが一層重要になると考えてお
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ります。参考として（株）萩テレビのインターネットはベーシックな８ＭＢ

が4,000円、27ＭＢが5,000円、プレミアの100ＭＢが5,500円、テレビとのセ

ットで1,000円の割引があるというふうになっております。長門市や益田のケ

ーブルネットでは料金体系がもう少し細かく分かれて選択肢がもっと細かく

あるわけでありますが、ここらにつきましては新会社であります（株）萩テ

レビに対して改善の要望をして参りたいと思っておりますが、今時点でお示

しできる情報は持ち合わせておりません。以上をもちまして答弁とさせてい

ただきます。 

○議長 １番、再質問はありますか。 

 （１番、中野祥太郎議員「はい」という声あり。） 

○議長 １番、中野祥太郎君。 

〇１番 中野祥太郎 答弁ありがとうございました。今この場に来る前に、

答弁を聞くまでですね、今の光ファイバーですが、早くしてくださいという

要望を強く強くしようと思ったんですが、ちょっとなかなか難しそうなので

とりあえず町長自身がだいたいどのくらいというぐらいの金額を、要するに

光ファイバーの今からの工事、先ほど申されました自治体だけであれば１／

２の国の補助によって第３セクターにすると１／３の補助とおっしゃいまし

たが、相対的にいくらぐらいかかるのかなと、ちょっと聞いてこれは無理だ

なというふうに諦めます。というか皆さんが諦めてんじゃなかろうかと。そ

れがはっきり明確に大雑把で良いからお聞きしてみたいなというふうに思い

ます。それともう一つ、先ほど済みません、社名変更と（株）萩テレビのこ

となんですけれど、私の勘違いで社名変更ではありませんでした。その中で

高齢者が大変増えております。高齢者の独居家族が大変増えて、今の料金体

系でいくと大変ですね、動かれなくなったとか外に外出されなくなった、テ

レビがオンリーだと思うんです。その方に対してやっぱり安い選択肢という
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のは必要だろうと、料金ですね。ところによっては安いテレビを見よるよ、

という話を県内でも聞くわけなんですが、そういうことでぜひ今の料金体系

を色々検討してもらって選択肢ができるようにしていただければ、というの

をもう一回要望していただけないかということで、阿武町だけ単独でしたら

萩テレビさん、萩市もですし益田とも連携提携されていると思います。そう

いった地方自治体の連携的な要望でもどうなのかというふうに思いますので、

その二つですね、光ファイバーの相対費用と萩テレビの交渉云々ちょっとお

願いできないかという要望、質問です。以上です。 

○議長 町長。 

〇町長 まず経費でありますけども、言わない方が良いかもしれませんが、

まあ相手様があることですから、はっきりとはよう申し上げられませんけど

も１億２億の世界ではないということを申し上げておきますが、私は諦めま

すとおっしゃいましたけども、私は諦めておりません。すぐはあれかもしれ

ませんが、私は必ずやらなきゃいけないと思っておりますから、それはやっ

ぱり財政の状況をみながらやっていくつもりでおります。ただ半端な金額で

はないということは申し上げておきます。そしてもう一つ料金のお話であり

ますけども、今一番安いのが700円というのがこれはテレビですね、あります

けども、これは県内の５波ぐらいしか見られないわけでありますが、しかし

ながらこれはこれで良いわけでありまして希望される方は、例えばよくある

のがキッズチャンネルとかですね、チャンバラのああいうのはまた別料金の

中で見られるということであります。私はテレビについてはいわゆる今の700

円の分があるわけですが、それはそれで安いと思いますけども、テレビの高

い方は少し高いと思いますけどそれはそれとして、問題はインターネットが

ですね、皆さん方の今からの社会でインターネットについて、それは若い人

たちの話でしょうということに私はならないと思ってます。まさにＩＯＴで
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あります。色々なものがつながってくる。で私が一番端的に思ったことが何

年も前に福賀地区で火災がありましたね。一軒丸焼けになりました。その火

災の時にどういったことがあったかというと、遠隔地に住んでいらっしゃる

家族の方がインターネットを通じてカメラが、おばあちゃんの見えるカメラ

でそれでおばあちゃんの様子を24時間見れるんですね。火事があったらすぐ

にわかる、どういう状況かということが。そのことは、私は今からは一人暮

らしの方であるとか色々な方に同様のことが有効に使える、安否確認、或い

はそういうコミュニケーションとか色々なことが。そうするとインターネッ

トもお年寄りは関係ないという話ではない、みんなが関係すること、だから

少々のことがあってもやろうというふうに思っているわけでありますし、ま

たもう一つの大きな視点として先ほど申し上げましたように、ＵターンＩタ

ーンもありますけども企業誘致とかになると、今はここに機械があって遠隔

地の本社のコンピューターから指令を送って機械を操作する、もうそういう

時代になっている、既に。ですからそれができないような、例えば今100ＭＢ

と言いますけども、一番高いのは100ＭＢです。私も入っているから分かりま

すけども実際に速度は10分の１しかないような状況もあるし、その中で例え

ばユーチューブを見てもフェイスタイムやっても止まる時があるんです、実

際問題として。それではそういう機械が動かせない、そうするとまさに企業

誘致の大きな障害になる、そういうところに行けますか、となるわけですね。

切実な問題なんです。ですからそういうふうなことで少々のことは万難を廃

してやろうと思っています。ただ額が額なんで、そこはやっぱり状況をみな

がらやりますけども私は最優先課題だというふうに考えておるところであり

ますし、話が脱線しましたけども料金の引き下げにつきましては、確かに今

ちょっと高いというふうに思ってます。全体として。そのことについては既

に社長の方に申し入れもしていますし、社長もやるやらんとも言ってないで
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すけども、そのことは十分に認識していらっしゃいますからまた今後とも要

望等もして参りたいと思っております。以上です。 

〇議長 １番、再々質問ありますか。 

 （１番、中野祥太郎議員「はい」という声あり。） 

○議長 １番、中野祥太郎君。 

〇１番 中野祥太郎 再々質問ではありませんがお願いということで、今の

町長の中で非常に重要課題ということで、私が思うより重要と思ってらっし

ゃるように感じました。ということで先ほど私、無理なら良いですよと言っ

たわけじゃなくて急ぐスピードをちょっと膨大なお金のようでございます、

費用のようなものですから、とりあえず忘れずに重要課題として町長をはじ

めみなさん執行部の叡智を結集されてできるだけ早くそれを光ファイバーあ

たりの無線か有線かちょっとよく分かりませんけども利便性がよくなるよう

に一つお願いしたいというお願いで終わらせていただきます。以上です。 

○議長 これをもって１番、中野祥太郎君の一般質問を終わります。 

 ここで、会議を閉じて昼食のため休憩します。午後は１時10分から再開し

ます。 

 

  休  憩   12時08分 

  再  開   12時08分 

 

○議長 昼食のための休憩を閉じて会議を続行いたします。休憩前に引き続

き一般質問を続行いたします。それでは、次に５番、小田高正君、ご登壇く

ださい。 

○５番 小田高正 それでは、私の方から大きく１点、新たな道の駅の展開

と町のデザインについて質問いたします。 
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各自治体が生き残りをかけ、将来のまちづくりを独自に設計し、町の魅力

を最大限に引き出し、住民の幸福度を高めていくこと。同時に、それらの魅

力を外部へ発信しお呼びすること。この二つが兼ね揃ってこそ、地方創生で

あると思います。毎年12月は、次年度の予算の骨子を策定される大変重要な

月であり、阿武町の今後を示す重要な議会といえます。平成27年度より、ま

ち・ひと・しごと創生特別事業が始まり、各自治体は町の特色を再分析し、

独自の取り組みを始めています。本年度は、この事業の最終年度であり、第

６次阿武町総合計画に対し、ＰＤＣＡサイクルに沿った事業実績を検証する

地方創生の第一ステージの結果が求められることになります。議員として、

執行部のこれまでの５年間の制度設計と活動を検証し、住民の目線と外部か

らみた第三者の視点に立ち、分析したいと思います。さて、私たちの阿武町

は新たな取り組みを始めています。過去、何度も提言した道の駅周辺の開発

から広がるマーケティング構想がそれに当たります。道の駅を起点とした町

づくりを目指す行政の指針もあり、議会や各審議会で議論を重ね、地元が責

任を持ち、自前で成し遂げる事業展開を図っていくものでもあったからです。

海辺と町並みを一望できるロケーションづくり、滞在型レジャー施設、婦人

会、農業と漁業団体をフル活用した素朴に阿武の味が堪能でき、新たな賑わ

いを提供できる店舗構想、電子決済機能を備えたサービス施設、阿武町を壮

観し、分かりやすく説明できる施設など質問させていただきました。あくま

で、地元の方も、利用者の方も便利で利用価値があるということが大前提に

あります。あれから月日が経ち、執行部では外の方を呼び込むには、外の方

からみた阿武町を正しく分析するために、外部の有識者等の意見を取り入れ

ました。それらの効果と職員の努力もあり、まちづくりの新たな試みに対し、

国から即実行できる外枠の地方創生関連予算の交付決定もあり、大きな成果

もあったと思います。 
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さて、道の駅阿武町周辺には、地形的に海岸線とそれを探訪できる国道191

号やＪＲ山陰線が横を通り、大里公園や古風な佇まいを残す西、浜、釜屋地

区など、昭和の良さを残す漁師町があります。道の駅は、その情報発信基地

として、阿武町全体に波及するマーケティング戦略をフルに発揮しなければ

なりません。大抵の道の駅は、道路と同じ高低差で陸地戦略ですが、道の駅

阿武町は、海辺を活かした新たな展開が図れます。野外イベント、釣り体験

などの催しもでき、漁業者等、地元事業者の収益を底上げする可能性を秘め

ています。決して、芝生広場だけではありません。今回、キャンプフィール

ドを想定したクッキングキャンプを実施されましたが、美しい清ヶ浜の海や

モドロ岬、須佐ホルンフェルスなど萩ジオパークと連携した取組も滞在型観

光の面を創るために重要になってきます。また、以前から申し上げておりま

す山陰市町連携は、経済分野でも重要で、日本海側の山陰に人の流れを呼び

込むためには、新たな切り口のアプローチが必要であり、道の駅をつなぐ、「

駅はしご」スタンプラリーなど推進力を高めていく必要があります。また、

滞在型人口は、交流人口と関係人口にもつながり、阿武町への興味が広がれ

ば定住へのアプローチもできるツールになってきます。アイデアの蓄積だけ

に終わらず、「山陰あぶの事消費！」は一味違う新たな展開を期待したいと思

います。人は余暇を利用して遊びに来られるわけですから、遊び感覚を忘れ

ずに、事業と事業が連結するさまざまな取り組みには工夫が必要です。また、

日本の国土の大半は、森を中心とした自然で全国に溢れています。そして多

くの市町村がふるさとの自然をＰＲしています。観光客は決して都市部だけ

ではなく、自然と言われても同じような風景では感動を呼びませんし人は来

ません。そこにしかない自然と調和した田舎づくりのアプローチが必要です。

また、主要な都市から都市へと高速道路が走り、目的地となり得ない地方は、

相当な魅力がないと素通りされる時代です。大切なことは、お金をかける前
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に、人を呼び込むための戦略があり、将来、一過性で負の遺産にならない本

当の投資になるか研究を重ねてきたかということです。そういう意味でも、

阿武町は外部有識者を呼び、地元の思いと専門的なアドバイスも十分に受け、

外部や都会からみた阿武町の強みと改善すべき点を分析されてきたことでし

ょう。従って、お客様がこの町にお寄りいただく仕組みをどう構築し、どの

ような手法をもって提供していくのか、新たな町のデザインを述べていただ

きたい。 

そこで、本日はこういった視点に立ち、花田町長に質問します。 

一つ目、道の駅は、来客者だけではなく、従業員の声、地域の皆様の声も

非常に重要です。現在、それらの声にはどのような内容があり、どう対応さ

れ改善されてきているのか。 

二つ目 周辺を含む新たな道の駅の全体像は果たしてどうなるのか。また、

地元住民がさまざまな目的で利用できる便利な施設となるのか。情報発信と

してＷｉＦｉ等のネット環境の充実や、キャッシュレス決済、マネーチャー

ジ、電子決済等に対応した店舗づくりに着手されるのか。 

三つ目、レジャー施設を含め、新たな施設や新規事業にあたり、地元住民

の雇用は生まれてくるのか。新卒者、Ｕターン者、障害者への募集を優先的

に行うのか。また、各所を紹介する地域ガイドや交通手段をどうしていくの

か。 

四つ目、観光案内所など、地元の歴史や人を良く知る人材の登用が望まれ

るが、適任者をどう配置されるのか。また、今後はこれまで以上に、地域を

開発するイノベーター的な専門性とスピード感が重要であり、ユーチューブ

でのネットガイド、インスタグラム、フェイスブック等のＳＮＳ戦略、広告

技術などの宣伝が不可欠になりますが、どのように情報発信を磨き伝えてい

くのか。また、それらを踏まえ、主軸となるまちづくり推進課の体制や配置
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はどうなるのか。 

五つ目、あぶの情報発信を、より活発にしていくために情報発信者として、

ふるさとネット会員を募集してみてはどうでしょうか。県内にも、全国各地

にも多くの阿武町人はいます。特に若い10代から30代の方は、卓越した技術

を持っています。その方々にふるさと阿武町を伝える伝道師としてご協力を

お願いし、多くの方に阿武町を知っていただく活動を展開すべきと思います

がどうでしょうか。返信されたコメント情報を蓄積することにより、関係人

口の増加やまちづくりにきっと活かされると思います。 

六つ目、将来的に山陰道が整備をされた場合、防災、救急医療、物流等の

移動手段には、大きな効果をもたらす道路です。その反面、今から魅力ある

人づくり、まちづくりを設計しないと、道の駅だけでなく地域経済にも大き

な影響があると思います。よって、今後は、山陰道の木与～大井間のルート

が非常に重要視されるところですが、同時に、山陰は独自の展開だけではな

く、大きな視点で山陰全体に人を呼び込む制度設計が必要と感じますが、そ

の後、近隣市町の経済連携や観光戦略は進んでいるのでしょうか。また、山

陰道の対策はできているのでしょうか。併せて花田町長のお考えをお聞きし

ます。以上、大きく６点、最初の質問としますので、町民の皆様にも十分な

ご認識をいただくために、明快なご答弁をお願いします。  

○議長 ただ今の５番、小田高正君の質問に対する執行部の答弁を求めます。

町長。 

○町長 それでは５番、小田高正議員のご質問にお答えいたします。「新たな

道の駅の展開と町のデザイン」について、大きく６点ありましたが、順を追

ってお答えさせていただきます。 

まず１点目の「道の駅に寄せられる声の内容と対応」についてであります

が、阿武町の道の駅は公設民営で、平成22年度から第三セクターの(株)あぶ
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クリエイションが指定管理を行い、現在は執行責任者である社長の副町長の

もと、今年４月にはまた新たに支配人を設置して、運営管理を行っていると

ころであります。また、道の駅は阿武町最大のある意味観光施設でもあり、

全国の道の駅の発祥の駅として毎日多くのお客さんが訪れていらっしゃいま

すけれども、県の観光統計によりますと、道の駅の来客者数は年間46万7,000

人、この人の割合につきましては、町外から75パーセント、町内が25パーセ

ントでありまして、圧倒的に町外の方の多くの利用があります。お客さんか

らは、海に面した絶好のロケーションで、施設も整備されて清潔、新鮮で安

価な魚介を目当てにして10時の開店時から毎日多くの人が列をなし、安くて

新鮮なお魚等が好評で、リピーターも多く訪れていらっしゃいます。一方、

直売所の主力商品が生鮮品のゆえに、商品のクレームや10時過ぎの鮮魚入荷

時に店内が大混雑を来して、レジを待つ時間が長いなど、接客についてお叱

りやご意見等もいただくこともあります。また、買ったお弁当などを座って

食べようと見晴らしの良い海側のテラス席に行くためには、エントランスを

出て迂回しなければならないなど、構造的な課題も指摘されているところで

あります。このほか、道の駅の使命として、町内だけでなく近隣の道案内や

萩の観光について尋ねられることも頻繁にあるようでありまして、事務所の

窓口で口頭やチラシで対応しておりますが、片手間ではしっかりとした対応

ができない場合も相当あるようであります。こうした中、道の駅の従業員は

現在40人で、内訳は、正社員が12人とパート・アルバイトが28人であります

が、支配人の下で従業員の意見を取り入れながら、風通しの良い職場づくり

や改善に取り組んでおるわけであります。今年度からは、地方創生の森里海

新たなしごと創出プロジェクト事業で、魚の伝道師上田勝彦さんを講師とし

て、販売指導やポップ研修などを受けておりますが、出荷者の方から道の駅

への期待は高く、鮮魚についても上田勝彦さんの指導により、神経締めやス
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ラリーアイス締めなどの高付加価値化を進めるとともに、シール、ポップ、

対面販売など、生産者が直接消費者と対話する取組が始まったところであり

ますし、農産物においても、多品種でカラフルな購買意欲の湧く物が売られ

ておるわけであります。こうしたことを通じて、生産者の方と意見交換の機

会も増え、消費者ニーズにマッチした売り方の工夫改善に努めているところ

であります。また、消費税の増税に併せてレジを更新し、キャッシュレス化

も進めておりますが、混雑解消のためには買い物導線が良くないとか、見晴

らしの良い海側へ出口を設けた方が良いとか、荷受けのバックヤードが狭く

て作業性が悪いとか、建物の構造的な課題については今後、改善を図って行

く必要があるというふうに思っております。また、地域の声としては、町の

顔として道の駅への期待の反面、さまざまな面で奈古が中心となり、福賀や

宇田郷といった周辺部に恩恵が届いていないといった声も聞こえております。

プラスの声は励みになり大変ありがたいわけでありますが、私は道の駅の設

置者として、お客さん、従業員、地域のみなさんから出てくるマイナスの意

見にこそ真摯に耳を傾け、お客さん目線で、住民目線で、「打てば響く！即対

応、即実行」でできることからタイムリーに、そしてスピーディーに改善を

図っていくことで、より良い道の駅になると強く感じているところでありま

す。 

２点目の「道の駅の開発の全体像、キャッシュレス等における利便性、情

報環境の整備等」についてということでありますが、まず、周辺を含む道の

駅の全体像でありますけども、平成29年度に山口銀行のシンクタンクに委託

して行った「マーケットサウンディング」の結果から、道の駅下の遊休地に

ついてはアウトドアの関連施設や宿泊施設等以外では商業施設等での活用は

なかなか難しいという提案を受け、具体的な利用を検討する中で、今年、持

続可能で循環型経済のしくみづくりとして、地方創生の「まちの縁側推進プ
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ロジェクト事業」の採択を受けて、キャンプフィールドやビジターセンター、

ジオラマ展示、直売所の改修、体験プログラムづくりなどを計画していると

ころでありますが、キャンプフィールドでは直売所や温泉などの既存施設と

の相乗効果で双方の売り上げ増を図るとともに、新たな雇用の創出。そして、

ビジターセンターでは観光協会的な機能として、町の魅力の紹介や発信のほ

か、道の駅をハブとして奈古地区のまちなかや福賀地区、宇田郷地区への導

線づくり、観光以上移住未満といわれる「関係人口」づくり、そしてジオや

阿武町の暮らしなど、まちについて深く知る学習の機会の提供、テストキッ

チンでは、地域食材を通じた交流や伝承、イベント広場やデイキャンプコー

ナー、そして、縁側のイートインコーナーではくつろぎと交流の場の提供、

これなど計画をしております。また、キャンプフィールドとビジターセンタ

ーの全体像と概要につきましては、18日の議会全員協議会で図面をもってざ

っくりとした説明はさせていただきたいと思っております。次に、キャッシ

ュレス等における利便性、情報環境の整備等についてでありますけども、10

月の消費税の増税に併せて道の駅レジを更新し、公衆無線ＬＡＮのフリース

ポットについては３年前から運用中であります。キャッシュレス決済につい

ては国の認可の関係で少しスタートが遅れましたが、12月中旬頃を目指して、

ようやくペイペイ、スイカ、クレジットカードなどが使えるようになる予定

になっております。レジでの支払のスムーズ化とともに、キャッシュレス加

盟店では来年６月までは５パーセントのポイント還元が行われるようであり

ます。 

３点目の「新規事業に対する雇用及び優先順位、地域ガイドや交通手段の

確保」についてでありますが、現在の想定として、新しく作るキャンプフィ

ールドやビジターセンターについては（株）あぶクリエイションの観光部門

として、運営を道の駅の機能との一体性の中で行うのが適当ではないかと思
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っておりまして、直接的なスタッフは３名程度の新規雇用を見込んでおりま

す。観光については、外部の視点と内部の視点の両方が必要であり、立ち上

げの時点にはプロフェッショナル的な人材のサポートも必要となりますが、

専門性とともに愛着、「阿武町愛」といったことも必要であると考えており、

一般公募のほかに地元の人から集落支援員といった形で採用することも考え

られるのかなというふうに考えております。地域ガイドの人材育成について

は、現在、教育委員会の方でジオガイドやジオマスター講座等を行っており

ますが、もう少し掘り下げて地元学、地域学といった阿武町の案内ができる

方を養成して参りたいと考えております。交通手段の確保については、町内

には公共交通機関が乏しく、基本的にマイカー移動であると考えております

けども、レンタカーやカーシェアリングのしくみも今後検討する必要がある

と思っております。 

４点目の「観光案内所等における地元人材の登用、能動的な情報発信の方

法、まちづくり推進課の体制、そして配置」についてでありますが、地元人

材の登用については先ほども述べたとおりりでありますが、専門的なスキル

と阿武町らしさ、ある意味で阿武町の観光は「あの人にまた会いたい」とい

った、人と人をつなぐ仕事でもあると思っております。阿武町の観光は特に

アプローチしたいのが、何をアピールしたいかをしっかりと見極めるととも

に、小回りの利く阿武町版ＤＭＯのような観光経営組織の検討も進めなけれ

ばならないと思っております。能動的な情報発信の方法については、現在、

キャンプフィールドや体験コンテンツの予約システムと一体化したホームペ

ージを開発中で、有力なアウトドアのサイトやＳＮＳとのリンクも行い、タ

イムリーな情報発信と効果的な集客を行って参ります。次に、まちづくり推

進課の体制と配置ということでありますが、今後、定住と観光が一体的な「

関係人口」づくりにも力を入れていく必要を感じているところでありますが、
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限られた職員数の中でありますので、アウトソーシングや地域おこし協力隊、

或いは集落支援員の制度も有効に活用しながら対応するとともに、企業誘致

関連部門については特化した人材配置も考えていかなければならないという

ふうに考えておるところであります。 

５点目の「ふるさとネット会員の募集、関係人口の構築」についてであり

ますが、現在、双方向でなおかつファンの獲得やサポーターとして共感を呼

ぶＳＮＳは、関係人口の構築にも大変有効であり、企業のマーケティングと

ともに大いに活用されております。阿武町では広報あぶ、町の公式ホームペ

ージのほかに、平成23年度から町のフェイスブックも開設し、現在2,241人の

フォロワーがあり、女性は30代、男性は50代が中心で、比較的若い年齢層と

なっております。これに加えて、今後はプッシュ式の情報発信、例えば防災

メールのイメージでありますけどもそういったイメージでありますが、阿武

町の情報の受発信の仕組みを行って参りたいと思っております。このことに

つきましては、既に所管課に私の方から指示を出しているところであります。

そして、登録の呼びかけについて、ＳＮＳは広告機能を活用して、年齢や出

身地などターゲットを定めたフォロワーの拡大に努めるとともに、阿武町出

身者に対しては成人式で案内とか、町内の中・高校生などにも広く呼びかけ

ていきたいと思っております。その上で、やはり、若者が集まるオフ会の開

催などイベントを企画するとか、リアルな行動を促す上では、幹事役となる

キーパーソンが必要となりますので、そういった人材の発掘にも努めて参り

たいと思います。 

最後に６点目の「山陰全体に人を呼び込む制度設計、山陰道対策」につい

てでありますが、山陰道の開通は大変喜ばしいことでありますが、高速道路

の開通によって通過する町になった例は枚挙に暇がありません。我々、自治

体は設置者である国もこのことは十分承知をしており、県内の山陰道では、



令和元年第４回阿武町議会定例会（第１号）                          令和元年 12 月 11 日 

－69－ 

中国地方整備局の呼びかけで、現在、下関、長門、萩、阿武の関係機関で北

浦連携、山口県西部連携ということで名称が「山口ええとこぐるり協議会」

という協議会が始まっております。今回、議会の視察で四国に行かれたと思

いますけども、私も四国のおち仁淀川のスノーピークのキャンプ場やジオパ

ーク全国大会に合わせて大分のオートキャンプ場を訪ねてみましたが、これ

まで大都市から２時間圏内でないと人は来ないと言っておりましたが、辺鄙

なところであってもそこに魅力があれば４時間程度であれば１泊２日の行動

は厭わない方もおられまして、阿武町でも11月に道の駅の下の広場で(株)ス

ノーピークとモニタリングキャンプを実施しましたけども、岡山・倉敷の方

から15組60人の家族が訪れ参加され、アンケートでの満足度も高くそのこと

を確信したところであります。今、山口県の旬の観光といえるのは、下関の

角島大橋、長門の元乃隅神社でありますが、長門はセンザキッチン、星野リ

ゾートでも観光に力を入れ、萩には世界遺産があります。阿武町の街並み、

景色の素晴らしさは先般７月に開催した「森里川海シンポジウム」の中で専

門家の先生方から発言のあったとおりでありますし、益田市には山陰エリア

につながる観光、何よりも萩石見空港があります。圏域に共通するのは、イ

ンバウンド受け入れの面からも美しい自然環境と街並み、農林水産業、食、

神楽などの文化、日常的な農山漁村の暮らしがあります。国道、それから、

これからできる高速道路、ＪＲの本線、それらを結ぶ道の駅を更なる魅力増

進と機能強化によって目的地化するとともに、町内においては循環の拠点と

して、北浦圏域として広域観光のリレー拠点として、断面的な交通量を増や

すとともに、通過の安全性や利便性、滞在の満足性を両立させていくことが

重要であると考えております。以上で答弁を終わります。 

○議長 ５番、ただ今の執行部の答弁に対する再質問はありますか。 

 （５番、小田高正議員「はい」という声あり。） 
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○議長 ５番、小田高正君。 

○５番、小田高正 ご答弁ありがとうございました。非常に６つの質問とい

うことでですね、これ後に技術的な仕組みについてはご質問したいというふ

うに思っております。一つだけですけども、まず、住民の声、それから従業

員さんの声、これが今から新しくやっぱり展開していくんで、執行部の馬車

が走る中で滑車が付いてこなくちゃ話にならないんで、その辺はあくまでも

ＰＤＣＡサイクル、まあ事業計画等と一緒にやっぱり作って、そして計画性

を持って行動指針もきちっと策定されて、努めていただけたらなと思います。

ここがやっぱり肝だなと思います。後の質問については、後ほど答えらせて

いただきます。大事なことがあるんですけども、基本的には新しく道の駅の

運営方針もできてきて、だんだん広がりを見せるわけです。で、今回、重要

なポイントとして、技術的な手法について後ほど聞きますけども、その前に、

住民の皆さんが役場は何をやっているんだ、道の駅今から何をするの、とい

うふうにならないためにも、新しくものをするためにも住民の皆様に共有を

してもらわなくちゃいけません。それと､もう一つですけども、町長と町民の

距離を縮めてもらいたい、そういった意味でちょっとご質問したいと思いま

す。単刀直入に、なぜ奈古地区に、道の駅から仕掛けていくのか、そして、

その中になぜキャンプフィールドが発生したのか、目的があるはずです。も

う一つは、3,270人のこの阿武町の将来のやっぱり危機感というものが必ずあ

ると思うんですけども、そこをまず示していただいて、そして、何で道の駅

かということを明確に答えていただきたいと思うんですけどもどうでしょう

か。 

お尋ねします。 

○議長 町長。 

○町長 本当に今答弁の中で色々申し上げましたけども、正に本質的な部分
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について、今ご質問が再質問としてあったというふうに思っております。道

の駅阿武町も全国道の駅発祥の駅として、全国13ヶ所で実験段階があったわ

けでありますが、その中から引き続いてやっておるということで、発祥の駅

ということにしておるわけでありますけども、今阿武町にとりまして道の駅

は、本当に大きな産業の要であります。で、片や山陰道につきましては、こ

れも今まだミッシングリングというふうなことで、まだまだ進めておる最中

でありますし、こちらにつきましては、この前の俵山の道路が開通したりし

ておりますけども、現実この益田から萩の間につきましては、木与防災がま

だまだ工事用道路に今から着手しようかというふうなことで、全体でもう７

年程度はかかるというふうに聞いておるわけであります。それから、今度小

浜から田万川間、そして萩から大井間というふうなことであって、更にその

次に大井から木与間、そういったふうなことになり、更には宇田から須佐、

田万川間ということで、実際にはまだまだ先の話であります。が、しかし、

大事なことは、先ほど申し上げましたように、産業振興或いは住民の利便性

ということを考えれば、山陰道、そういった高速道路網というのは、物流と

して或いは人の流れとして大変重要なインフラでありまして、このことは、

否定するものではありませんし、やっていかなきゃならない。しかしながら、

まさに諸刃の剣でありますが、これが、きちっと整備されたことによって多

くの事例がありますように、例えば大田の（あまり地名を出してはいけない

かもしれませんが）道の駅、ここらについては、もう本当に上の高規格道路

を通りますもんですから、なかなか降りて行ってくれない。吉敷の方に行く

場合については、降りる車両もありますが、こちらから行けば引き返しにな

るというふうなことで、私も様子を見に行くことはありますが、通常では、

あそこで大田の方に行くことはありません。今本当に大変な状況になってお

ると思いますが、看板も出していらっしゃいますけども、果たしてどれだけ
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効果があったかということであります。従いまして、まさに高速交通網とい

うのは諸刃の剣であります。で、例えば大井から奈古、大井から木与間を想

定いたしますと、私は今の道の駅がしっかりと高速道路のサービスエリアと

一般道路のサービスエリア道の駅と兼帯にできる駐車場は別々でないとお金

の問題がありますから。でもお店の部分は両方で兼帯ができる、そういう道

の駅にできたらという気持ちはあります。それが最高に良いと思います。し

かしながら、大井から奈古までは、例えば夢のような話ですが、海の中に橋

脚を立ててやればできるかもしれない。しかし、道の駅から上というんです

か、宇田方面に行く時にじゃあどういうルートが考えられるかといえば、現

実問題として、道の駅を経由して行けるルートって本当に考えにくいわけで

す。現実問題としては。理想は理想、現実は現実。そうすると、どうしても

大井からトンネルだかどうだかわかりませんが、若干線路より向こう側へし

かないだろうというのは、普通の常識として思います。そうした時に、また

さっきの諸刃の剣の同じことが私は起こっちゃならないようにしなきゃなら

ない。そのためには、今道の駅は魚が安い、新鮮で安い、プールもある、温

泉もあるということで、それなりにお客さんも来てくださいますけども、そ

れ一つじゃあ私は魅力が足りない、阿武町の魅力としては、二つも三つもを

一つも二つも何か新しい目的地となるものを、今のうちに地方創生のお金が

あるうちに、財政もある程度余裕があるうちに、今手をかけておかないとそ

の段になって、ああ人が来なくなったと騒動をしたところがもう後の祭りに

なると、そういう気持ちが私は強いんです。ですから今のうちに一定の事業

も外からの金が入ってくる見込みがある、地方創生でいけば相当部分が入っ

てきます。ハード整備についてですね。で、そういうことを今のうちに手を

打っておかないと道の駅だけじゃあ私は生き残れないと思っているんです。

ですから、複合的にここが目的地となるような道の駅だけじゃなしに、もう
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一つ目的となるような、更にはそれが広がっていって街並み、そして新たな

観光、ジオサイト、そういったものを膨らませていく、それを今のうちに手

を打っておく、考えながら事業を進めていく、このことが今一番大事なこと

だというふうに思います。そして、現実、今道の駅にもあれがたまたま場所

が奈古地区でありますが、野菜なんか福賀地区からものすごい量が入ってき

ます。魚も同じですね。宇田の方から大敷の魚も入ってきている。まさに場

所は奈古でありますが、私はもう阿武町全体に展開されておると思いますし、

まだまだここで展開されなきゃならない大きなものとして、加工品、水産加

工があります。で、これにつきましても、今宇田の方では今話をしておりま

すけども、今宇田のあそこの荷揚場の所でパック詰めとかしておりますけど

も、これについては、近々のうちにパック詰めのできるような施設をこれか

ら作ります。そこで、夏場でも温度管理がされた中でパック詰めをします。

そしてその一角には、水産物の加工を作る施設も、今するように計画がされ

ております。そうするとそれらが今は水産加工品というのはだいたいよそか

ら萩地区の加工業者の方々が多いですけど、そういった方から今購入してた

だ売っているだけです。循環型社会の中では、そこにお金の還元ということ

であれば大変少ないわけですね。それが、今度は地域の産品を使ってそれを

地域の方々が賃金をもらいながら加工して売れば、地域内循環まさにそれが

起こってくるわけです。キャンプフィールドも同じことが言えます。地域内

のキャンプフィールドに行っても、例えば皆様行かれて分かるとは思います

が、こんな薪がこんなのがこれぐらいしかない薪がこれだけの一束が800円も

900円もするわけですね。雑木で出したら。一晩キャンプをやればこれすぐ一

つじゃなく二つぐらいすぐなくなります。それは、地元の木材を使って私は

あそこにきちっとしたキャンプフィールドができたら、１人役といいますか

ね、それぐらいの産業、薪だけで出てくるんじゃないか、薪とかそういう炭
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も含めて。そういうふうな事を今から目指しながら、あそこに道の駅とは別

のもう一つの目的地となる拠点を作っていく、それを今体力のあるうちにや

っておきたいという思いがありますので、そこに力を注いでおるわけであり

まして、なかなか何やっているんだろうかと思われるかもしれませんが、私

どものそういったことを皆さん方に申し上げる機会も少ないものですから、

そういうことなんですが、今日は良い機会でありましたから、ちょっと時間

が長くなりましたけども申し上げました。それから、ついでに申し上げます

が、キャンプフィールドにつきましては、私も今の答弁の中にもありました

けども、マーケットサウンディングの中でキャンプフィールド、ああいった

ものの設置であれば、通常の商業施設だけでは難しいけども、あれであれば

やっていけるだろうということがその中で答申がされたわけでありまして、

それではということでやったわけでありますが、先般どのくらい経済性があ

るのかということもスノーピークの専門家に今試算をさせておりますけども、

私も泊まってみなきゃわからないと思いまして、11月の９日、10日でしたか、

1ヶ月くらい前にあそこに実際一晩泊まってみました。モニタリングキャンプ

の時ですね一緒に。で、皆さん方にそこに泊まって来られる倉敷方面の方々

に多くの方に色々行ってからああでもないこうでもないと話を伺いました。

その中で、今阿武町道の駅のあそこのキャンプフィールドの評価はどうなの

かということを聞きますと、一番多い回答は何かと言いますと、あそこに温

泉があるのは素晴らしい、特に女性が。キャンプに来てですね、シャワーと

かある所はあるらしいですよ。シャワーとか簡易な風呂みたいな。しかし温

泉があって広々と泊まれるというのが、泊まるってそこに泊まるわけじゃな

いですよ。そういうものがあるというのはキャンパーとしての女性にとって

ものすごい魅力だとおっしゃる。はじめはその時は分からなかったんですけ

ども、皆さんは分からなかったんで食材はその時は皆さん持って来られたそ
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うです。でも、食材を例えば二泊三日とかするとなると鮮度を保つためには

大変なご苦労があると、重たいし保冷剤はどうしようかみたいな話になるわ

けですよね。それが知らなかったけど、来てみたら道の駅行ったら新鮮で色

々なものがあるじゃないか、魚介類から肉から野菜から何からものすごい物

がありますよという評判でした。今度から来る時は、手ぶらで来ることがで

きるというふうなこと、そして一番懸念しておったのが騒音です。車の。車

の騒音も色々こりゃ大変だねと思っておりましたが、私実際にそこにキャン

プしてみて感じたことは。シャーと走る瞬間的に走る大型トラックの音は気

になりません。そんなもんだと始めからそんなもんだと思っていました。た

だ、あそこで停まって保冷庫を維持するためのエンジンだか冷暖房を維持す

るために出すガガガーというガラガラガラというこのずっと続くこれは気に

なります。ですが、そこらはこれから場所であったり色々なことを改善しな

がらやっていけば何とかなるんじゃないかなというふうに思っております。

ちょっと話が長くなりましたが、色々そういうふうな思いも込めて今事業に

取り組んでおるということでございます。以上です。 

○議長 ５番、再々質問はありますか。 

 （５番、小田高正議員「はい」という声あり。） 

○議長 ５番、小田高正君。 

○５番、小田高正 今、踏み込んでお話しされるかなと思ってたんですけど

も、基本的には、今体力のある内に又は地方創生予算がある時にしっかりと

財源をみながらやっていくということは、町民の皆様も今の言葉でご認識い

ただけたらと思います。結局、今やっていることは、宇田郷地区の方、それ

から福賀地区の住民の方からみたら､今この奈古の場所にある、という考え方

も多くいらっしゃると思うんです。それも全くそういう考え方ではなくて、

まちの縁側事業というものをやっぱり理解していくためには、町長のそのご
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答弁がほしかったんです。もう一つ私の方で言うならば、新たな産業がなか

なか起きにくい。今までだいぶ緻密に取り組んで来られたと思いますが、な

かなか成功事例に持っていくには難しいところがあります。職員の方も色々

頑張っていらっしゃるんですけども、なんかこう突破口が見つけづらい。こ

れが本音じゃないんでしょうかね。そういった面から見ても、第一次産業や

景観維持の質問も他の議員からも色々ありますけども、まず、この高齢化し

て若者がいない自治会も極めて深刻で、私自身も自分の仕事や自治会の役を

させていただいていますけども、どこのもう自治会も極めて深刻と思います。

そういった中でも労働生産人口が激減してきた中で、今の、現状で物事を維

持するだけでも大変な世界になってきている。そういった中で先ほど町長も

住民アンケートを取られた結果の中で、注目しとくところがやっぱり生活課

題ですよね。小さな仕事がなかなかできないであるとか、色々な介護の不安

であるとか、そういったお話もされました。将来起こりうることに対して逆

算してのまちづくりと思いますんで、私も、ぜひそこの内容については非常

に興味もありますんで、まちの縁側事業を強力に後押ししたいと思います。

頑張ってください。それから、じゃあどのように頑張るんだよということな

んですけども、まず、再々質問に入る前に、平成 27 年度全国道路交通情報調

査一般交通量調査というものが、５年に１回、交通センサスというものがあ

って交通量の調査、それから旅行速度、それからＯＤ調査というものがあり

ます。この交通量調査というものは、道路上の調査地点を通過する車の台数

を数える調査、それから旅行速度というものは、その地点を決めた場合に、

自動車の平均速度がいくらぐらいか何㎞ぐらいかというのを測る調査、それ

からＯＤ調査というものは、自動車がどこからどこへ移動しているかの調査、

こういったものがあります。時間も取るんで２項目だけお話したいと思いま

すけども、交通量調査、それから旅行速度調査について調べてみますと、ま
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ずこの国土交通省の調査実施というものがこれは平日のみになっているとい

うことで、平成 27 年度は 11 月くらいに行われていると思います。山口県か

らも出ているんですけども、調査機関は３つあります。ネクスコ西日本、国

土交通省、それから山口県というふうになっていまして、まず、12 時間観測

というのが午前７時から午後７時、それから 24 時間観測というのが午前７時

から翌朝の７時、ということなんですけども、山口県の路線名は 191 号で、

場所は阿武町奈古、ここでみてみると、平日の自動車交通量は平成 27 年度で

すが 12 時間で 4,533 台、これが小型です。それから大型車両が 612 台、合計

で 5,145 台、ちなみに平成 22 年度は合計で 5,197 台です。あんまり減ってい

ません。それから 24 時間の数字で言うと小型車両が 5,230 台、それから大型

車両が 912 台、合計で 6,142 台、ちなみに平成 22 年度は 6,496 台ということ

で、何が言いたいかというと、今から色々地域内循環の調査が始まると思う

んですけども、これから例えば須佐から萩に行かれる方、宇田から萩に行か

れる方、もちろん奈古から萩に行かれる方、こうったものを引かれて道の駅

に毎日来られる方を引かれたら、新規のお客様とかそういった流れが分かっ

てくるので、これはぜひこういった数値もですね、ご報告をぜひ願いたいと

思います。それから、観光新聞や日本オートキャンプ協会のオートキャンプ

白書によると、日本のキャンプ人口は６年連続で増加しています。2019 年度

推計で 850 万人、前年比で 1.2 パーセントの増と、それから昨年度の特徴は、

一人でキャンプを楽しむソロキャンプ、それから平日のキャンプを楽しむ方

も増えていると。で、キャンプの同行者を見ていると、子供連れが約６割で

圧倒的に多いようですが、ソロキャンプが増えてきているのに驚きとおもし

ろさを感じています。また、キャンパーの傾向として、ソロキャンパーの増

加をはじめおもしろいことに冬のキャンパー、ちょっとこれ意外でした。調

べてみて初めて。ちょっと報告をいただいていなかったらアレなんですけど、
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ちょっとこれはなかなかだなと思いました。それから初心者が増えた、シニ

アが増えた、女性グループが増えた、外国人が増えたということで、ちょっ

と勉強してもあんまりまだ想像がつかないんですよね。それだけ意外性があ

って可能性があるということなんだなというふうに思います。ぜひ、こうい

った今からの統計も人が増えてくるんでしっかりみていただけたらなと思い

ます。それから、道路の交通量の内数とかというのも大切ですし、キャンプ

を誘導していくこともあるんですけども、もう一つは道の駅、今どうなりま

すか、目的はどうなりますか、というのはなぜ道の駅ですかという質問はし

ましたけども、今度は道の駅の中ですよね。もっていき方、インフラを含め

て、そういった流れがまだなかなか住民の方も分かりづらいとかというのが

ありますんで、まずその辺もきっちりご説明願いたいのと、もう一つは、今

言われた騒音対策ですね。騒音対策もそうなんですけども、もちろんロケー

ションづくりを意識しながらの防犯対策用の外灯というのも戦略に必要と思

います。それから私ども議員で視察も行かせていただいたんですけども、動

物ですね、犬・猫の食べかすや糞対策、こういったことも非常に気になるん

で、その辺の対策とかも今から十分にご審議いただけたらと思います。そし

て、最後ですけども、情報戦略ですね。私も 20 代後半の子供がいますけども、

「父さん、道の駅で今から５Ｇになって、そういった世界だからぜひ今から

来る人たちは皆そういうものが当たり前と思って来るんだから、阿武町も

色々あるかもしれないけどそういったことも今からの若い方には必要だよ。」

ということと、もう一つは、浜地区の方からお聞きしたんですけども「非常

にユーチューブを見るのが遅くなってやれん。」ということもちょっといただ

いているんで、人口定住とか人口の移動があった関係であるかもしれません

し、その辺も色々な側面で膨大な費用がかかるというお話ですけども、そう

いうものは諦めていないという町長の先ほどの答弁がありましたので、その
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辺は現状の認識として捉えていただけたらと思います。で、後若者のネット

募集の会員ですけども、これについては、双方向間の情報交換が一番だと思

いますので、町で役場の中でホームページがあって、その中に当てはめてい

くのも良いんですけども、もう若者のサイドとしての一つのツール、箱です

よね、箱みたいなものを作ってお互いがどんどんどんどん全国の情報又は阿

武町からの発信の情報というものを、双方でやっていくような仕組みが考え

られないものかと。そうすることによって、阿武町の中又は阿武町にいる若

者だけではないよその若者というものが、色々な視点の中で色々な発想で訴

えてくると思いますので、そういったことになれば近代的な部分もまちづく

りとして近代的な取組もできるのではないかと思いますので、ぜひその辺の

思いがあるんですがどうでしょうか。ちょっとまとめながらご答弁いただけ

たらと思います。 

○議長 町長。 

○町長 たくさんおっしゃいましたのでまとめようもないんですが、私なり

に、まず今の情報ＳＮＳとかの話なんですけども、これもさっき答弁の中に

ありましたけども、たしかにですね、私、今回びっくりしたのが、阿武町役

場の採用試験でありました。約40人の方が受験をされました。で、よその町

に聞いてみますと一桁とかそういう話なんです。で、はじめ出だしが悪かっ

たものですからどうなることかなと思ったら、何と40人程度の方が応募され

て本当にびっくりしました。で、その時に一番強く感じたのは、私たちはた

またま今回40人という話なんですけど、私たちは今まで例えばでありますが、

職員募集の時にホームページに載せます。無線放送を流します。広報に載せ

ます。まあその程度で、それを載せたことによって地元にいらっしゃる親御

さんというんですかねその方たちが帰したいという人たちに伝えるであろう

という前提でやっていたんですね。直接その方に訴えかけるというのはなか
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なか手段がないのでやってなかった。広報、無線、そしてホームページまあ

これが主で、後は直接学校とかに呼びかけしたことは何回かありますけども、

まあその程度であります。要するにこちら側からここにいらっしゃる親御さ

んあたりからが、そうどっかこう募集もあるぞというふうな格好で帰ってこ

んかという話が今までの主流だと思います。で、今回本当に反省として思っ

たのが、たまたま今回多かったから良いですけど、やっぱりプッシュ型とい

う言葉がありますが、例えば学校を卒業する時に阿武町の会員に、例えばで

すよ、阿武町会の会員に、ふるさと阿武町会とはまたちょっと違う、とにか

く情報をもらえる会員になっていただいて、その時にどういう情報が来るか

は自分で例えば電子版広報紙を送ってくださいとか、例えば雇用とかそうい

う情報があったら連絡してくださいとか、まあ色々ありますよね。そういう

自分がこの色々な項目で自分がほしい情報にチェックをつけて。そうした時

に今度そういう情報が出た時にＳＮＳでつながりが持てるようにしてこちら

からそこにダイレクトに情報を流す、いわゆるプッシュするというこういう

仕組みを今作っておく必要があるなと。それが、回り回っていけば私はその

例えばふるさとに小さな会社でもいいから企業でも作ろうかとか、例えば今

の求人情報、或いは例えば事業継承を求めている方の情報であるとか、そう

いう情報をプッシュして流していく。そういう仕組みを作ればさっきも言う

ように、それではということもあるのではないかと。今回募集する時にです

ね、本当に感じたんです。で、そのことについては既にまち推の課長にそう

いう仕組みを作れというふうなことは指示しておりますけども、やはりそれ

はたしかに我々は足りなかったなというふうに思っております。それが回り

回れば企業誘致とかにつながっていくんじゃないかなというふうに今思って

おります。それから、あった中で、やはり我々は色々なことで専門家の意見

を聞いたり色々なことをやっておりますし、我々は我々なりに色々な事業を
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組む時に努力もしておりますけども、やはり今小田議員が言われるようにデ

ータというのは嘘がありません。それをしっかりと見極めてですね、分析し

て見極めてどうしていくかを決める。経験じゃなしに、経験だけじゃ余りが

あります。データは嘘を言いません。ので、やっぱりきちんとしたバックデ

ータを持って物事の判断をしていく。この事は何においても大事だというふ

うに思っております。それから、最後に、道の駅の中で私は観光部門が今な

い、ほぼない状態であります。ですから、ＤＭＯという言葉が流行っており

ますけども、デスティネーションのそういった事をマネジメントするオーガ

ニゼーション（組織）ですね、そういったものはやっぱり阿武町にも小さい

ですけど私は必要だなというふうに思っておりまして、そういった観光経営

組織というものをぜひ今度道の駅辺りの所に、今度あそこをリニューアルす

る場合については、そのセクションを置きたいなというふうに今思っておる

ところであります。再質問の数も多いものですから、答えも全てにはなりま

せんけども、そんな気持ちでおるところでございます。以上です。 

○議長 これをもって５番、小田高正君の一般質問を終わります。 

普段でしたらここで休憩に入るところですが、このまま一般質問を続行さ

せてもらいます。次に４番、池田倫拓君、ご登壇ください。 

○４番 池田倫拓 本日は、阿武町の子どもを取り巻く環境と教育長の所信

について、ということで、大きく３項目の質問をします。 

現代社会は、グローバル化をし急速な情報化、技術革新をする中、子ども

たちを取り巻く環境も大きく変化しています。私たちが、子どもの頃とは遊

び方や情報の得方など色々変わってきています。そのような時代を迎え、10

月より新しく教育長に就任された能野教育長に質問いたします。 

現在、文科省では教育基本法に、全ての国民にその能力に応じた教育を受

ける機会が与えられなければならない、とあるように、インクルーシブシス
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テムが構築されています。ここ阿武町においても取り組まれていますが、こ

のシステムの重要課題の中に、一人ひとりに応じた指導や支援に加え、障害

のある者と障害のない者が可能な限りともに学ぶ仕組みを構築することと

ありますが、そうするには子どもたちが理解する力はもとより、先生方のス

キルアップも必要だと思います。社会に適応できる教育をするためには、保

護者の皆様への周知と理解を求める必要もあるかもしれませんがどのよう

にお考えでしょうか。 

また、不登校児や学校へなじめない子もいるようですが、この事は学力の

低下や社会への適応力が著しく劣ることが予想されます。どのような対応を

とられていますか。 

次に、私は、郷土に学び郷土を愛する教育が子供たちやこれからの阿武町

にとっても大切だと常々思っていますが教育長はどのように思われますか。 

以上、３項目ですが新しく就任されましたので所信を交えご答弁ください。 

○議長 ただ今の、４番、池田倫拓君の質問に対する執行部の答弁を求めま

す。教育長。 

○教育長（能野祐司） 池田議員のご質問にお答えいたします。議員のご質

問は、大きくは「阿武町の子どもたちを取り巻く環境と教育長の所信につい

て」であり、具体的には、社会に適応できる教育の推進について、不登校生

徒への学力や社会適応力への対応について、ふるさと教育の推進について、

これら三点と捉えております。 

それでは、はじめに、社会に適応できる教育の推進についてお答えいたし

ます。現在の我が国は、情報通信やＡＩなどの技術革新、更には、グローバ

ル化の進展など、大きく、また、急速に社会の変化が進んできております。

この変化は今後更に加速していくものと考えております。このような認識の

下、今後の教育の在り方については、時代が変わろうとも変わらない不易な
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ものを大切にしつつ、時代の変化とともに変えていく必要がある流行の部分

に、的確かつ迅速に対応していくことが重要であると考えております。不易

なものとは、より良く問題を解決する資質能力、思いやりや豊かな人間性、

たくましく生きるための健康や体力などの知・徳・体のことといえます。本

町においても、この不易なものについては、教育の基本としてこれからも大

切にすべきものと考えております。このことを踏まえながら、池田議員が示

されましたインクルーシブ教育をはじめ、国際教育、情報教育など、社会の

変化による課題に対応するための教育を推進することは、10年、20年後を生

きる児童生徒にとって、社会に適応した生きるために重要なことであると考

えており、阿武町においても推進に力を入れているところです。ここで推進

の一つといたしまして、ご質問の前半にありました、インクルーシブ教育シ

ステムの構築について説明させていただきます。平成28年４月１日より施行

されました障害者の権利に関する条約の批准や、それに伴う「障害を理由と

する差別の解消の推進に関する法律」をはじめとする国内法の整備など障害

者を取り巻く環境は大きく変化しております。この状況を踏まえて、障害の

ある人もない人も、互いに尊重し合いながら暮らしていける共生社会を実現

するためには、これまで以上に障害者の自立と社会参加を促進していく必要

があると考えております。特に教育分野においては、障害のある幼児児童生

徒と障害のない幼児児童生徒がともに学ぶ仕組みであるインクルーシブ教

育システムの構築とともに、障害のある幼児児童生徒の能力や可能性を最大

限に伸長する特別支援教育への期待が大きく高まっていると認識しており

ます。そこで、阿武町における特別支援教育の現状について説明いたしたい

と思います。まず、各校の特別支援学級数と在籍人数ですが、阿武小学校は

知的障害学級に２名、自閉・情緒学級に４名、福賀小学校は自閉・情緒学級

に１名、阿武中学校は知的障害学級に１名が在籍しております。ともに学ぶ
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仕組みとして、通常学級に在籍している児童生徒と同じ場所で学習する機会

を、交流学習という形で積極的に取り組んでおります。ここで留意しておく

ことは、障害についてよく理解し適切な指導をする必要があるということと

、障害のある児童生徒とない児童生徒それぞれが、学習内容が分かり学習活

動に参加している実感・達成感を持ちながら、充実した時間を過ごしつつ、

生きる力を身に付けているかどうかということであります。これらのことに

留意しながら、現状の交流学習では、知的障害のある児童生徒は技能教科に

参加し、自閉・情緒障害がある児童生徒は、その能力に応じた教科に積極的

に参加しております。また、学校行事やクラブ活動、部活動、体験学習など

において一緒に活動する場面を設けております。また、阿武小学校には萩北

部地域で唯一の通級指導教室を開設しております。今年度始めは19人の通級

児童が在籍しており、来年度は16人が利用予定となっております。更に健康

福祉課と連携し、５歳児検診や就学時健診などを通して、幼児期から子ども

の発達の様子を支えております。今年度の就学時健診におきましては、みど

り保育園の年長20名に対し、９名に教育相談を実施しました。健診時の様子

や保育園での様子などを保護者と共有したり、発達検査を受けていただいた

りして、その子の特性を客観的に見ることにより、子どもの困り感や困難さ

を幼児期から支援していけるよう、きめ細やかな対応を実施しております。

ご質問の中にありました先生方のスキルアップにつきましては、阿武小学校

の研究主題が「豊かな関わりの中で、主体的に学び続ける子どもの育成～特

別支援教育の視点と生徒指導の機能を生かした学習指導を通して～」であり

、３年次を迎えております。日々研修を積んでおります。福賀小学校でも「

分かる楽しさ、できる喜びを実感できる授業の創造～特別支援教育の視点に

立った複式授業～」という研修主題を掲げ、今年で２年目になります。萩総

合支援学校の地域コーディネーターや、萩市教育委員会の複式授業指導教員
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を招聘し研修を積んでおります。阿武中学校では、今年度から知的障害の特

別支援学級が新設され、昨年まで萩総合支援学校で研修された先生が担任し

ており、特別支援教育の推進を図っております。また、阿武中学校は通級指

導教室を開設しておりませんので、個別の支援計画をもとに、小学校との連

携を密にし、情報交換や３校連絡協議会等で児童生徒の情報について連絡を

とっているところです。更に、校内研修会に指導主事が参加し、特別支援教

育の視点を取り入れた授業実践や、生徒指導の３機能である自己決定の場を

与えること、自己存在感を与えること、共感的人間関係を育成することを意

識した授業づくりの研修を行っております。次に、社会に適応できる教育を

するためには、保護者の皆さんへの周知と理解を深める必要もあるかもしれ

ません、という部分については、全くその通りだと思っております。保護者

への周知と理解につきましては、３年前に通級指導教室が開設されて以降、

毎年、就学時健診の際に、保護者を対象にして指導主事から、特別支援教育

の理解について約１時間程度説明をさせていただいております。子どもが言

葉では伝えられない困り感や、一人ひとりの特性を理解した働きかけの必要

性など、保護者の理解に向けた発信をしております。また、学校においては

、ＰＴＡ総会、学級懇談会、学校だよりなどを通して、特別支援教育への理

解の深長を図っております。今後も更に、保護者や地域の方々へ特別支援教

育と、インクルーシブ教育システムの理解が進むよう、情報を発信し続ける

所存であります。 

続きまして、不登校や学校になじめない子の学力低下や社会適応力への対

応についてお答えいたします。このことに該当する児童生徒は、阿武中学校

に５名おります。その様子につきましては、全く学校に登校できない生徒、

ほとんど毎日登校はできるが教室に入れない生徒、週に数日登校できるが教

室に入れない生徒、教科によっては教室に入れる生徒などさまざまです。不
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登校等の原因も、人間関係、病気、障害、家庭環境などが複雑に組み合わさ

っているといえます。そのため、病気や障害で不登校になっている児童生徒

に対しては、担任、養護教諭、スクールカウンセラー、医師、健康福祉課が

連携をとって支援をしています。それ以外の児童生徒には、担任、スクール

カウンセラー、スクールソーシャルワーカー、健康福祉課が中心に支援をし

ており、それぞれのケースに合わせた対応をしております。さて、今年の10

月25日に文部科学省から、不登校児童生徒への支援の在り方について、が通

知されており、通知では、これまでの復学のみを目標にした支援から、欠席

が増えると受験などで不利を受ける、登校圧力が子どもへのストレスになる

、無理に登校する必要がない、という意見から、休養が必要な子どもには無

理強いをせず、将来的に本人が復学を希望した場合に、円滑に戻れるような

環境づくりを進めるということに変更となりました。学校にはこのことにつ

いて対応をお願いしているところです。更に、出席扱いとする学校以外での

学習についても、大幅に拡大されております。阿武町では、不登校の起因が

病気や障害でない児童生徒の保護者には、町民センターを活用することで出

席扱いにする、ということを伝えております。町民センターでの学習には、

指導主事や社会教育主事が対応するように指示しております。学力の低下へ

の対応につきましては、町内の学校にはコンピューターにｅライブラリーと

いうソフトウェアを導入しており、児童生徒が自分のＩＤで、家庭のコンピ

ューター等から学習レベルにあった教材を選び、家庭学習ができるシステム

を構築しております。これを活用することで、学校には行きたくないが、勉

強はしたいと思っている児童生徒に対応できると考えております。また、学

校に登校した際には、教員、養護教諭、学習支援員がドリルを中心に学習の

支援をしております。授業を受ける際には、学習支援員が同伴するようにし

ております。次に社会適応力への対応につきましてお答えいたします。不登
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校児童生徒の適応力の向上には、決められたことをしていく他律的な活動よ

りも、どこで何をしたいかを自己決定する自律的な行動をする経験を増やす

ことの方が、より効果的であると言われております。そこで学校では、授業

や給食、掃除、学校行事等への参加について、本人の意思を常に問いかけ、

本人が決定する場面をできるだけ多く作るように努めております。家庭にお

いても同様のお願いをしているところです。また、生徒によっては、特別支

援学級担任がソーシャルスキルトレーニングを実施しております。不登校の

児童生徒への対応は焦ることなく、時間をかけて本人の心の成長を期すこと

が一番だと考えております。 

最後に、ふるさと教育の推進についてお答えいたします。議員の皆様もご

存知のとおり、阿武町の学校教育の基盤はふるさと愛であります。ふるさと

愛は、児童生徒にとっては自分の住んでいる地域への誇りを持ち、自信を持

って力強く生きていくための礎となるものと考えております。と同時に、地

域の自然や文化、産業などを大切に守り継ごうとする意欲と態度を育むとと

もに、地域の活性化にもつながるものとして、今後の阿武町の町づくりには

欠くことのできないものと考えており、これからも児童生徒にふるさと愛を

育んでいきたいと考えております。現在学校では、ジオパークを学ぶ理科の

授業、道の駅での職場体験や訪問、スイカやキウイの栽培や収穫体験、高齢

者との交流会など、阿武町の自然や産業、文化、人といった地域の素材を取

り入れたふるさと教育に力を入れ、ふるさと愛を育んでおります。その成果

として、中学生を中心に町内の祭り、ＡＢＵスイムラン、町内の施設の清掃

など、多くの地域行事にボランティアとして自主的かつ積極的に参加し、地

域に貢献する姿が以前に比べて多く見られるようになって参りました。これ

から更に、ジオパークや阿武町の歴史、伝統文化を学習する機会を増やして

教育課程の中に位置づけることで、継続した取組ができるようにしたいと考
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えております。そして、阿武町の素晴らしさへの認識を深め、ふるさと愛を

更に高め、先程申しましたとおり、誇りと自信を持って力強く生きていく児

童生徒を育成して参りたいと思っております。議員の皆様には、今までご説

明いたしました学校の取組をご理解の上、今後とも学校教育へのご支援を賜

りますようお願い申し上げ、池田議員のご質問へのお答えといたします。 

○議長 ４番、ただ今の執行部の答弁に対する再質問はありますか。 

 （４番、池田倫拓議員「はい」という声あり。） 

○議長 ４番。池田倫拓君。 

○４番、池田倫拓 さまざまな角度から、子どもたちを育てるには、教育者と保護者

のつながりというか情報交換、そういった部分が特に大切になってくるんじゃないかと

思うんで、これからまた教育において、保護者と教育者の間を取りつなぐシステムと

か、今やられていることとかがあれば、ちょっと教えてもらいたいと思います。 

○議長 教育長。 

○教育長 ご質問にお答えいたします。保護者と学校とつなぐということですけれど

も、まずは、平素は学校だより、これ月１回各学校発行しております。それをもとに、

保護者そして地域の方との連携を深め、ということも進めておりますし、それで学級

懇談とかですね、必要に応じて保護者と一緒に考える場を設けて、特に子どもたち

の様子について色々話し合う場も設けております。これからですね、更に緊密に連

携を取っていく、それも地域の方も入れてという、今コミュニティスクールを各学校推

進しておりますけれども、その機能も活用してですね、保護者、地域、そして学校、

そして我々教育委員会、この４者がですね、一緒になって教育を進めていくという形

を、今後更に強く進めていきたいと思っております。以上でお答えになったかどうか

わかりませんが、以上でございます。 

○議長 ４番、再々質問はありますか。 

 （４番、池田倫拓議員「はい」という声あり。） 
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○議長 ４番、池田倫拓君。 

○４番、池田倫拓 ありがとうございました。これから、私たちもやっぱり子どもたちを

守る上、学ばす上で、色々協力していって色々な角度から考えていこうと思います。

後、町長に要望ですが、子どもたちもやはりインターネット、グローバル化する環境

の中で、やはりインターネットを必要とした環境で生きていくようになってきており、今

何を調べるにしても、ユーチューブとかそういったインターネット環境を通じて、子ど

もたちも色々なものを調べたりゲームをして遊んだりとかいう部分があるので、インタ

ーネット環境はやっぱり重要になりますので、中野議員も小田議員も言われたように、

そういうグローバル環境を整えるという意味で、こちらの方からも要望したいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

〇議長 町長。 

〇町長 先ほどお答えした通りであるし、私もそのことはただ正に老若男女

問わず町にとって本当に大きなインフラだと思っておりますから、ぜひやり

たいと思っておりますし、今のは主に家庭というか一般的な話でありました

が、このインターネット環境というか、ＩＯＴというか、そういったものに

ついては、学校の中で国も新たな段階に１人にタブレット１個とかですね、

そういうふうな段階になっておりますから、町の方もそこに乗り遅れないよ

うに、必要なものについては、きちっと予算をつけてそういった子どもたち

にも環境も与えていかなければならないというふうに思いますし、それから

並行して、先ほどの中野議員のご質問にありましたような部分についても、

できるだけ早く進めていきたいというふうに思っております。以上です。 

○議長 教育長何かありますか、いいですか、教育長。 

○教育長 今インターネット等の発展により子どもたちもということでござ

いますが、先ほど町長さんも申されたように、今後ですね、タブレットを１

人１台ということを今から進めていこうかなと思っております。また、ただ
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ＳＮＳの問題等もあります。そういった扱い方、マナー、そういったものも

十分子どもたちに身につくように学校の方を通じて指導していきたいと思っ

ております。また、今後インターネット環境が整備されますと、阿武小学校

と福賀小学校の遠隔授業等、どうしても福賀小学校人数が少ないということ

で、討論をしたりとかですね、そういう場面があまりない。ただ、もうちょ

っと人数のある阿武小学校の子どもたちと一緒に討論して自分の意見が言え

たり人の意見を聞くことができると、そういう経験等も増やしていくという

ふうなことを今後進めて参りたいと思っております。以上です。 

○議長 これをもって４番、池田倫拓君の一般質問を終わります。 

○議長 以上で、今期定例会に通告のあった方の一般質問は、全て終了しま

した。 

 ここで、会議を閉じて 10 分間休憩いたします。 

 

  休  憩   14時36分 

  再  開   14時46分 

 

○議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  

追加日程第１ 発議第２号 議長辞職願の許可について 

○議長（末若憲二） ここで、本職よりお願いを申し上げます。  

先ほど、議長としての辞職願を副議長に提出しました。 

 議長退任につきましては、昭和30年阿武町合併後に伝統ある阿武町議会の 

申し合わせで１期２年となっているところであります。ここに、辞職願を提 

出いたしました。どうぞご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。ここ 
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で中野副議長と交代いたします。 

 （末若憲二議長、８番の席へ） 

 （中野祥太郎副議長、議長席へ） 

○副議長（中野祥太郎） 今ご報告がありましたように、末若憲二議長から 

議長の辞職願が提出されました。副議長でございます私が議長に代わりまし 

てその職を務めさせていただきます。急場でございますがよろしくお願いい 

たします。 

 それでは、お諮りします。ここで、議長辞職願の件について、日程に追加 

し、直ちに議題とすることにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」という声あり。） 

○副議長 全員ご異議なしと認めます。よって、議長辞職願の件を日程に追 

加し、議題とすることに決定いたしました。 

 それでは、追加日程等を配布しますので、しばらくお待ちください。 

 （議会書記、追加日程第１及び発議第２号を配布する。） 

○副議長 それでは、追加の日程及び議案については、お手元に配布のとお 

りでございます。 

○副議長 追加日程第１、発議第２号、議長辞職願の許可について、を議題 

とします。本件は、地方自治法第117条の規定により、議員の除斥の対象とな

りますので末若議員は退席されます。 

 （末若議員退場する。） 

○副議長 それでは、発議第２号、議長辞職願の許可について､お諮りします。 

 議長、末若憲二君より提出の辞職願を許可することにご異議ございません

か。 

 （「異議なし」という声あり。） 

○副議長 全員異議なしと認めます。 
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 よって、末若憲二君の議長辞職願を許可することを決定しました。ここで、 

末若議員の入場を許可します。 

 （末若憲二議員入場） 

追加日程第２ 選挙第１号 阿武町議会議長の選挙について 

○副議長 ただ今、議長が欠員となりました。 

 お諮りします。ここで議長の選挙を日程に追加し、追加日程第２として、 

直ちに議題とすることに、ご異議ございませんか。 

 （「異議なし」という声あり。） 

○副議長 全員異議なしと認めます。よって、議長の選挙を日程に追加し、 

追加日程第２として、直ちに議題とすることに決定しました。 

 追加日程等を配布しますので、しばらくお待ちください。 

 （議会書記、追加日程第２及び選挙第１号を配布する。） 

○副議長 追加の日程及び議案については、お手元に配布のとおりです。 

○副議長 追加日程第２、選挙第１号、阿武町議会議長の選挙を行います。 

 お諮りします。選挙の方法は投票又は指名推選のいずれかの方法がありま 

すがいかがいたしましょうか。どなたか発言をお願いいたします。 

 （５番、小田高正議員より「はい」と呼ぶ声あり。） 

○副議長 ５番、小田高正君。 

○５番 小田高正 この件につきましては、全員協議会で協議されると思 

いますが、皆さんにお諮りします。 

○副議長 はい、ただ今５番、小田高正君から全員協議会の開催について提 

案がありましたが、いかがでしょうか。 

 （「異議なし」という声あり。） 
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○副議長 異議なしの声がありましたので、ここで全員協議会開催のため、 

暫時休憩といたします。議員の皆様には直ちに委員会室へ移動をお願いいた 

します。 

 

  休  憩   14時55分 

（この間、全員協議会） 

  再  開   15時13分 

 

○副議長 全員協議会のための休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

選挙第１号、阿武町議会議長の選挙について、お諮りいたします。 

選挙の方法は、投票又は指名推選のいずれかの方法がありますが、地方自

治法第118条第２項の規定により、副議長において、指名推選にしたいと思い

ますが、ご異議ありませんか。 

 （「異議なし」という声あり。） 

○副議長（中野祥太郎） 全員異議なしと認めます。よって選挙の方法は指名

推選することと決定いたしました。 

 それでは、指名推選の候補についてどなたか発言を願います。 

（４番、池田倫拓銀より「はい」と呼ぶ声あり。） 

○副議長 ４番 池田倫拓君。 

○４番 池田倫拓 私は、末若憲二議員を推薦いたします。末若議員は多岐に

わたり議員活動に携わり、さまざまな議員改革から阿武町の改革までご尽力さ

れて来られました。これからも、議会改革をはじめ阿武町に対して今までの太

いパイプラインを生かしてご尽力されることと思い推薦いたします。 

○副議長 その他ございませんでしょうか。 

○副議長 ないようですので、お諮りいたします。ただ今、指名推選がありま
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した末若憲二君を議長の当選人とすることに賛成の方のご起立をお願いいたし

ます。 

 （「全員起立」） 

○副議長 全員起立であります。よって、末若憲二君が議長に当選されました。

おめでとうございます。 

 （末若憲二議員、「ありがとうございます」の声あり。） 

○副議長 それでは、ただ今、議長に当選されました末若憲二君が議場におら

れますので、会議規則第 33 条第２項の規定により､当選を告知いたします。 

 （末若憲二議員、「謹んでお受けいたします」の発言あり。） 

○副議長 末若憲二君の議長就任承諾のご発言がありましたので、議長が決定

いたしました。 

 ここで、議長を交代します。ご協力大変どうもありがとうございました。 

 （中野祥太郎副議長 自席へ移動） 

 （末若憲二新議長、議長席へ） 

○議長（末若憲二） 議長就任にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。 

 ただ今、議長選挙におきまして、議員全員の指名推選という形でご推挙いた

だき、議長の大役を引き受けることとなりました。身の締まる思いと同時に責

任の重さを痛感しております。私自身、何分にも浅学非才の身ではありますが、

一生懸命大役を務める所存でございます。今からの議会運営につきましては、

執行権限を持つ執行部と議決権限を持つ議会側との、それぞれの権限を尊重し

あい、また、適度な緊張関係を保ちつつ公正・公平で円滑な議会運営に努め、

開かれた議会になるよう議会改革にも取り組みながら、住民の皆様方から信頼

していただける議会を各議員とともに協力して、町民の付託に応え単独町政で

ある阿武町が今後も発展するため、また、大きな目標であります地方創生が成

し遂げられるよう頑張っていく所存であります。そのためには、皆様方のご指
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導、ご鞭撻、更にはご協力をお願いいたしまして就任のご挨拶とさせていただ

きます。今後ともひとつよろしくお願いいたします。 

○議長 それでは、ここで暫時休憩いたします。５分間休憩いたします。 

 

休  憩   15時18分 

 再  開   14時24分 

 

追加日程第３ 発議第３号 副議長辞職願の許可について 

○議長 休憩を閉じて、休憩前に引き続き会議を開きます。 

先ほど、副議長の中野祥太郎君から、議長の元に副議長辞職願が提出されて

おります。 

 お諮りします。ここで、副議長辞職の件について、日程に追加し、追加日程

第３として、直ちに議題とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長 全員ご異議なしと認めます。よって、副議長辞職願の件を日程に追加

し、追加日程第３として、直ちに議題とすることに決定しました。 

 それでは、追加日程等を配布しますので、しばらくお待ちください。 

（議会書記、追加日程第３及び発議第３号を配布する。） 

〇議長 追加の日程及び議案については、お手元に配布のとおりであります。 

追加日程第３、発議第３号、副議長辞職願の許可について、を議題とします。

本件は、地方自治法第117条の規定により、議員の除斥の対象となりますので

中野祥太郎議員は退席されます。 

（中野祥太郎議員退場する。） 

〇議長 発議第３号、副議長辞職願の許可について、お諮りします。副議長、
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中野祥太郎君より提出の辞職願を許可することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり。） 

〇議長 全員ご異議なしと認めます。 

よって、中野祥太郎君の副議長辞職願を許可することに決定しました。ここ

で、中野祥太郎君の入場を許可します。 

（中野祥太郎議員入場） 

追加日程第４ 選挙第２号 阿武町議会副議長の選挙について 

○議長 ただ今、副議長が欠員となりました。 

お諮りします。ここで副議長の選挙を日程に追加し、追加日程第４として、

直ちに議題にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

〇議長 全員ご異議なしと認めます。よって、副議長の選挙を日程に追加し、

追加日程第４として、直ちに議題とすることに決定しました。 

追加日程等を配布しますので、しばらくお待ちください。 

（議会書記、追加日程第４及び選挙第２号を配布する。） 

〇議長 追加の日程及び議案については、お手元に配布のとおりです。 

 追加日程第４、選挙第２号、阿武町議会副議長の選挙を行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法は投票又は指名推選のいずれかの方法があり

ますがいかがしましょうか。どなたか発言をお願いいたします。 

 （５番小田高正議員「はい」と呼ぶ声あり） 

○議長 はい、５番。 

○５番小田高正 この件につきましても、全員協議会を開いて協議したらよろ

しいと思います。どうでしょうか。 
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○議長 ただ今、５番小田高正君から、全員協議会の開催について提案があり

ました。先ほどご異議ありませんという声でありますので、ここで、全員協議

会開催のため、暫時休憩いたします。直ちに委員会室へご移動願います。 

 

  休  憩   15時29分 

（この間、全員協議会） 

  再  開   15時58分 

 

○議長 それでは、休憩を閉じて会議を続行します。 

 まず、最初に皆様方にお諮りします。本日、時間が４時までとなっており

ますが、暫時延長したいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、追加日程第４、選挙第２号、阿武町議会副議長の選挙について、

お諮りします。選挙の方法は投票又は指名推選のいずれかの方法があります

が、地方自治法第118条第２項の規定により、議長において、指名推選にした

いと思いますがご異議ありませんか。  

 （「異議なし」という声あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって選挙の方法は指名推選で行うことと決

定しました。 

 それでは、指名推選の候補についてどなたか発言を願います。 

（５番 小田高正議員「はい」と呼ぶ声あり。） 

○議長 ５番、小田高正君。 

○５番小田高正 私は、中野祥太郎議員を推薦したいと思います。推薦理由と

して、中野氏は３期目でこれまで議会運営委員会、行財政改革等特別委員会の

二つの委員長を歴任され、経験も豊富で平成 29 年度から２年間副議長として末

若議長を支え議会運営においても手腕を発揮されています。また、ご自身にお
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いても、民間の経験で培われた知見を生かし、行財政運営のチェック及び産業

の促進、経済対策、まちづくりについても幅広く経験をされておられます。今

後も執行部とともに、変革を恐れず令和にふさわしい新たな議会を前に進める

ためにも、我々と一緒になって議会改革に挑戦していただけるリーダーの一人

として経験豊富な中野祥太郎氏が副議長として適任者と思いますので、議員各

位におかれましては何卒ご理解とご賛同を賜りますようお願いいたします。以

上、私の推薦理由とさせていただきます。 

○議長 その他ありませんか。 

 ないようですので、お諮りします。ただ今、指名推選がありました中野祥太

郎君を副議長の当選人とすることに賛成の方の起立を求めます。 

 （「全員起立」） 

○議長 全員起立であります。お座りください。よって、中野祥太郎君が副議

長に当選されました。 

 （中野祥太郎議員、「ありがとうございます」の声あり） 

○議長 ここで当選の告知を行います。ただ今、副議長に当選されました中野

祥太郎君が議場におられますので、会議規則第 33 条第２項の規定により､当選

を告知します。 

 （中野祥太郎議員、「謹んで承ります」の発言あり。） 

○議長 中野祥太郎君の副議長就任承諾のご発言がありましたので、副議長が

決定しました。副議長、ご挨拶があればこれを許します。ご登壇ください。 

 （副議長、登壇し挨拶を行う） 

○副議長 先ほどは大変身に余る推薦をいただきありがとうございます。私、

今思うに、やはり一番阿武町が大切なのが少子高齢化でございます。その中で、

若者がどんどん帰ってきていただいて、どんどん次の世代を背負っていただく、

そういう環境づくりが必要であろうと思います。片や今 50％以上の高齢化率で



令和元年第４回阿武町議会定例会（第１号）                          令和元年 12 月 11 日 

－99－ 

ございます。やはりこれはもう待ったなしの福祉サービス、これを町民に対し

てするということが､阿武町に課せられたものと思っております。ということで、

それ以上にそういう活動と同時に末若議長を支えて、そういう皆様と一緒に阿

武町を活気の出る次世代に続く阿武町にしていきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長 これをもって、副議長の選挙を終わります。 

追加日程第５ 発議第４号 議席の変更について 

○議長 ここで、お諮りします。 

議席の変更について、を日程に追加したいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。 

 （「異議なし」という声あり） 

○議長 全員ご異議なしと認めます。よって、議席の変更について、を日程に

追加することに決定しました。 

 それでは、追加日程等を配布しますのでしばらくお待ちください。 

 （議会書記、追加日程第５、発議第４号を配布する） 

○議長 追加日程等については、お手元に配布のとおりです。 

 追加日程第５、発議第４号、議席の変更について、お諮りします。議席の変

更については、お手元に配布した議席表のとおり、議席を変更することにご異

議ありませんか。 

 （「異議なし」という声あり） 

○議長 全員ご異議なしと認めます。よって議席の変更については、お手元に

配布した議席表のとおり、議席を変更することに決定しました。 

 それでは、ただ今決定した議席にそれぞれご移動をお願いします。その間暫
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時休憩します。 

 （席を移動する） 

 日程第４ 発議第１号 議会運営委員会委員の選任について  

○議長 それでは、休憩を閉じて会議を開きます。 

続きまして、日程第４、発議第１号、議会運営委員会委員の選任について、

を議題とします。 

 議会運営委員会委員の選任については、先ほどの全員協議会において決定が

なされておりますので、職員をして朗読させます。議会事務局長。 

 （議会事務局長、委員の朗読を行う） 

○議長 お諮りします。発議第１号、議会運営委員会委員の選任については、

ただ今事務局長朗読のとおり、選任することにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」という声あり） 

○議長 全員ご異議なしと認めます。よって、議会運営委員会委員は、ただ今

事務局長朗読のとおり、選任することに決定しました。 

 日程第５ 報告第１号 議会運営委員会委員長、副委員長の互選結果の報告につ

いて 

○議長 日程第５ 報告第１号、議会運営委員会委員長、副委員長の互選結果

の報告について、委員長、副委員長の互選も先ほどの全員協議会で協議がなさ

れております。私の方から発表させてもらいます。委員長に小田高正君、副委

員長に池田倫拓君であります、以上ご報告申し上げます。 

 追加日程第６ 報告第２号、特別委員会委員長、副委員長の互選結果の報告につ
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いて 

○議長 それでは、これから追加日程等を配布しますのでしばらくお待ちくだ

さい。 

 （議会書記、追加日程及び報告を配布する） 

○議長 追加の日程及び議案についてはお手元に配布のとおりです。 

お諮りします。ただ今お手元に配布しました議事日程のとおり特別委員会委

員長、副委員長の互選結果の報告について、の１件を議事日程に追加し、直ち

に議題としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」という声あり） 

○議長 全員ご異議なしと認めます。よって議事日程を追加し、直ちに議題と

することに決定しました。 

追加日程第６、報告第２号、特別委員会委員長、副委員長の互選結果の報告

についても、先ほど互選がなされておりますので報告します。阿武町行財政改

革等特別委員会委員長に市原 旭君、副委員長に伊藤敬久君であります、以上

ご報告します。 

日程第６ 議案第１号から日程第24 議案第19号を一括上程 

○議長 日程第６、議案第１号から、日程第24、議案第19号までを一括上程し

ます。 

まず、日程第６、議案第１号、専決処分を報告し承認を求めることについて

（阿武町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについ

て）、執行部の説明を求めます。副町長。 

○副町長 議案書の３ページから４ページをお願いいたします。議案第１号、

専決処分を報告し承認を求めることについて（阿武町固定資産評価審査委員会
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委員の選任につき同意を求めることについて）をご説明いたします。本案件の

固定資産評価審査委員会委員は、議会の同意を得て町長が選任することとなっ

ており、現在、阿武町の委員は３人で、任期は３年となっております。この委

員の任期につきましては、３人とも来年の９月末が任期と認識しておりました

が、委員の１人が１年前の今年９月末となっていることが、９月議会終了後に

判明したため、このような場合には、地方税法第423条第４項の、固定資産評

価審査委員会の委員が欠けた場合においては、遅滞なく当該委員の補欠委員を

選任しなければならない。また、同条５項において、選任後最初の議会におい

て、その選任について事後の承認を得なければならない、ということで、地方

自治法第179条第１項の規定により専決処分を行い、10月１日付けで再任の砂

川利和委員を選任いたしましたので、これを報告し承認を求めるものです。以

上で説明を終わります。 

○議長 続いて議案第２号、阿武町職員定数条例の一部を改正する条例、につ

いて執行部の説明を求めます。副町長。 

○副町長 議案書の５ページから６ページをお願いいたします。議案第２号、

阿武町職員定数条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。本案件

は、来年度から始まる会計年度任用職員制度にかかる改正で、定数条例の第１

条の趣旨にかかるものです。それでは、６ページの新旧対照表によりご説明い

たします。ここで明記されている、臨時的に任用される職員で臨時の職に関す

る場合において臨時的に任用される職員に限る、とは、１年以内に廃止される

ことが予想される職における臨時的任用職員のことですが、一方で、緊急等の

場合において欠員が生じた際の臨時的任用は、臨時の職ではなく定数条例の対

象となる、と定義されています。そのため、臨時的に任用される職員について

は条例定数の適用除外となることから、定数条例の趣旨にかかる規定の改正を

行うものであります。以上で説明を終わります。 
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○議長 続いて議案第３号、阿武町人事行政の運営等の状況の公表に関する条

例の一部を改正する条例、について､執行部の説明を求めます。副町長。 

○副町長 それでは議案書の７ページから８ページをお願いいたします。議案

第３号、阿武町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する

条例についてご説明いたします。本案件は、来年度から始まる会計年度任用職

員制度に伴い、フルタイムの会計年度任用職員については人事行政の運営等の

状況の公表の対象となることに伴う一部改正です。それでは、８ページの新旧

対照表によりご説明をいたします。改正された地方公務員法により、新たに地

方公務員法第22条の２第１項第２号に掲げるフルタイムの会計年度任用職員

が人事行政の運営等の状況の公表の対象となることに伴い、従来の地方公務員

法第28条の５第１項に規定する退職後の再任用短時間勤務職員とともに、ここ

でいう非常勤職員から除き、公表の対象となることを明記するための一部改正

であります。以上で説明を終わります。 

○議長 続いて議案第４号、阿武町職員の分限に関する手続及び効果に関する

条例の一部を改正する条例、について執行部の説明を求めます。副町長。 

○副町長 それでは議案書の９ページから10ページをお願いいたします。議案

第４号、阿武町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正す

る条例についてご説明いたします。本案件は、会計年度任用の職員の任期が１

会計年度限りとされることから、第３条の休職にかかる３年を越えない範囲と

する規定についてはその採用の日から同日の属する会計年度の末日までの範

囲以内で任命権者が任期の範囲内で定めるという規定を新たに追加するもの

であります。以上で説明を終わります。 

○議長 続いて議案第５号、阿武町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の

一部を改正する条例、について執行部の説明を求めます。副町長。 

○副町長 それでは議案書の11ページから12ページをお願いいたします。議案
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第５号、阿武町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例

についてご説明いたします。本案件も、会計年度任用職員制度にかかる改正で、

新たな地方公務員法の第22条の２第１項第１号におけるパートタイムの会計

年度任用職員は給料ではなく報酬を支給することになることから、第４条の職

員に対する減給の効果については、基本的な報酬額が定められている阿武町会

計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の第18条第１項から第３項

の規定を引用し、減給の効果の規定に新たに追加するものであります。以上で

説明を終わります。 

○議長 続いて議案第６号、阿武町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条

例の一部を改正する条例、について執行部の説明を求めます。副町長。 

○副町長 それでは議案書の13ページから14ページをお願いいたします。議案

第６号、阿武町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する

条例についてご説明いたします。本案件は、国の働き方改革及び会計年度任用

職員制度にかかる条例の一部を改正するものです。それでは14ページの新旧対

照表によりご説明いたします。まず、第８条の正規勤務時間以外の時間におけ

る勤務の第３項の追加につきましては、国の働き方改革を推進するための関係

法令の整備に関する法律の施行に伴い超過勤務命令を行うことができる上限

等を別に規則で定めるものです。なお、規則におきましては人事院規則に合わ

せて超過勤務命令ができる上限を原則月40時間以下、年360時間以下とするも

のです。次に、今回の法改正により、地方公務員の臨時的任用職員の勤務時間、

休暇等については、国家公務員と同様に勤務時間、休暇等の条例の規定を直接

適用することになり、規定から臨時的任用職員にかかる部分を削ることとなる

ため、現行の第19条を削除し、第20条を第19条に、第21条を第20条に改正し、

見出しの非常勤職員を会計年度任用職員に改めるとともに、今回の職の整理に

よりまして再任用短時間勤務職員を除いた非常勤職員は会計年度任用職員の
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みとなるため、非常勤職員を会計年度任用職員に改めるものであります。また、

勤務時間、休暇等については、国にならって規則で定める基準の範囲内で任命

権者に委任することになることから、今回、町長の定める基準から規則の定め

る基準に改正するものであります。以上で説明を終わります。 

○議長 続いて議案第７号、阿武町職員の育児休業等に関する条例の一部を改

正する条例、について執行部の説明を求めます。副町長。 

○副町長 議案書の15ページから17ページとなります。議案第７号、阿武町職

員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたしま

す。本案件も、会計年度任用職員制度にかかる条例の一部改正であります。そ

れでは、16ページからの新旧対照表によりご説明いたします。第７条の育児休

業している職員の期末手当の支給につきましては、国の改正にならい育児休業

している職員の期末手当の支給にかかる規定から会計年度任用職員を除き、第

８条の育児休業をした職員の職務復帰後における号級の調整に係る規定から

も会計年度任用職員を除くものであります。また、第19条における部分休業を

している職員の給与の取扱いにつきましては、常勤職員の給与条例とは別に会

計年度任用職員の給与に関する条例を制定し減額する必要があることから、会

計年度任用職員が部分休業した場合にかかる報酬及び給与の取扱いについて、

新たに必要な規定を加えるものであります。以上で説明を終わります。 

○議長 続いて議案第８号、阿武町一般職の職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例、について執行部の説明を求めます。副町長。 

○副町長 議案書の18ページから28ページとなります。議案第８号、阿武町一

般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたし

ます。本案件は、国の人事院勧告に伴う改正と会計年度任用職員制度にかかる

ものであります。それでは、27ページからの28ページの新旧対照表によりご説

明いたします。まず、第17条の勤勉手当につきましては、人事院勧告に伴い議
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案書の16ページから26ページのとおり本年の４月に遡って別表のとおり給料

表を改正するとともに一般職の勤勉手当の支給月数を100分の90から100分の

95に改正し、６月期と12月期の勤勉手当の支給月数を0.05月分引き上げ、年間

の期末勤勉手当の合計を4.4月分から4.5月分とするものであります。また、会

計年度任用職員制度にかかる法改正に伴い、第21条において国の規定にならい

臨時的任用職員等の給与を改め、新たに会計年度任用職員の給与について他の

常勤職員との権衡や当該会計年度任用職員の職務の特殊性などを考慮して別

に条例で定めることについて明記するものであります。以上で説明を終わりま

す。 

○議長 続いて議案第９号、阿武町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部

を改正する条例、について執行部の説明を求めます。副町長。 

○副町長 それでは議案書の29ページから30ページをお願いいたします。議案

第９号、阿武町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例につ

いてご説明いたします。本案件は、国の人事院勧告に伴い議会議員の期末手当

の支給月数を本年４月に遡って100分の167.5から100分の172.5に改正し６月

期と12月期の期末手当の支給月数を0.05月分引き上げ年間の期末手当の合計

を3.35月分から3.45月分とするものであります。以上で説明を終わります。 

○議長 続いて議案第10号、町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正

する条例、について執行部の説明を求めます。副町長。 

○副町長 議案書の31ページから32ページをお願いいたします。議案第10号、

町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例についてご説明い

たします。本案件も、国の人事院勧告に伴い町長等の特別職の期末手当の支給

月数を本年の４月に遡って100分の167.5から100分の172.5に改正し６月期分

と12月期分の期末手当の支給月数を0.05月分引き上げ年間の期末手当の合計

を3.35月分から3.45月分とするものであります。以上で説明を終わります。 
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○議長 続いて議案第11号、阿武町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例、について執行部の説明を求めます。副町長。 

○副町長 それでは議案書の33ページから37ページとなりますが、議案第11

号、阿武町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例についてご説明いたします。本案件も、国の人事院勧告に伴い来年４月

１日から適用する会計年度任用職員の給料表を別表のとおり改正するもので

あります。以上で説明を終わります。 

○議長 続いて議案第12号、阿武町定住促進条例の一部を改正する条例、につ

いて執行部の説明を求めます。まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長 議案書の38ページをお願いします。議案第12号、阿武

町定住促進条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。本案件につ

きましては、阿武町定住促進条例（平成26年阿武町条例第21号）の一部を改正

するもので、詳しくは41ページからの新旧対照表をご覧ください。まず、第２

条（定義）に第12号新築住宅と第13号中古住宅の２号を加えるもので、新築住

宅とは人の居住の用に供したことのない住宅で建築から３年未満のもの、中古

住宅とは過去に居住の用に供したことのある住宅又は建築から３年以上を経

過した住宅をいい、新築の建売住宅も３年を経過すると中古住宅の区分になり

ます。次に、第３条（事業）は第１号Uターン奨励金交付のただし書き「山口

県内からのUターン者は除く」を削除し、県内からのUターンも対象にします。

また、第６号住宅取得補助金の交付対象にUターン者を加えます。ここでUタ

ーン者の定義は、条例第２条第１項第２号で就業のため１年以上町外に住所を

移していた町内出身者で就業のため再び本町に住所を定めかつ定住の意思の

ある50歳以下の者をいう、です。次に第５条（交付申請）は「当該」を「同上」

に改める字句の訂正です。42ページをお願いします。第10条（奨励金等の不交

付）で第１項第３号の括弧書き「平成６年阿武町条例第６号」の字句を不要の
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ため削除します。次に附則第２項（失効）ですが第３条第６号の住宅取得補助

金の交付について現行の阿武町版相互戦略の実施期間に合わせ平成32年３月

31日に失効としていますが、第２次総合戦略の実施期間に合わせ、更に５年間

延長し令和７年３月31日までとします。次に43ページをお願いします。別表第

４条関係ですが住宅取得補助金の１項基本補助金の第１号を改め新築住宅取

得の場合の対象に「ア Uターン者」を加えます。次に44ページをお願いしま

す。同じく第２号を改め中古住宅取得の場合の対象に「ア Uターン者」を加

えます。改正の主たる狙いはUターンの促進で制度の拡充について十分に周知

期間をとりたいと思っております。以上で説明を終わります。 

○議長 続いて議案第13号、阿武町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条

例、について執行部の説明を求めます。土木建築課長。 

○土木建築課長 議案書の46ページをお願いします。議案第13号、阿武町簡易

水道事業給水条例の一部を改正する条例について説明します。本案件は、水道

法施行令を引用している条文の条ズレの修正で、水道法の改正により民間水道

事業者が事業の休止、廃止をする際の給水人口の基準が水道法施行令第４条に

新たに定められたことにより、条ズレが生じたことによるものです。次のペー

ジの新旧対照表で説明します。47ページをお願いします。阿武町簡易水道事業

給水条例第８条第３項及び第４項並びに第33条第１項中「第５条」を「第６条」

に改めるものです。この条例は公布の日から施行し令和元年10月１日から適用

するものです。以上です。 

○議長 続いて議案第14号、令和元年度阿武町一般会計補正予算（第３回）に

ついて執行部の説明を求めます。副町長。 

○副町長 議案書の48ページをお願いいたします。議案第14号、令和元年度阿

武町一般会計補正予算（第３回）についてご説明いたします。 

まず、第１条第１項は、令和元年度阿武町一般会計の歳入歳出予算の総額に
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対して今回の補正額は3,420万円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を30

億2,069万3,000円とするものです。また、第２項は、歳入歳出予算の款、項の

区分とその金額は別冊補正予算書の「第１表歳入歳出予算補正」のとおりとす

るものです。第２条の地方債の補正についても別冊補正予算書の「第２表」の

とおりとするものであります。以上で説明を終わります。 

○議長 続いて説明をお願いします。説明は、歳出からお願いします。別冊12

ページ、１款議会費から。議会事務局長。 

○議会事務局長 

（議会事務局長、議会費について説明する。） 

○議長 ２款、総務費、副町長。 

○副町長 

（副町長、一般管理費、財産管理費、のうそんセンター費、情報政策費につ

いて説明する。） 

○議長 続いて、まちづくり推進課長。 

（まちづくり推進課長、企画総務費、企画振興費について説明する。） 

○議長 続いて、副町長。 

 （副町長、防災行政無線費について説明する。） 

○議長 続いて、戸籍税務課長。 

 （戸籍税務課長、税務総務費、戸籍住民基本台帳費について説明する。） 

○議長 続いて、健康福祉課長。 

 （健康福祉課長、社会福祉総務費、児童福祉総務費、保健衛生総務費、診療

所費、保健事業費、子育て世代包括支援センター費について説明する。） 

○議長 続いて、農林水産課長。 

 （農林水産課長、農業政策費、中山間地域等直接支払事業費、農山漁村女性

活動推進事業費について説明する。） 
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○議長 続いて、土木建築課長。 

 （土木建築課長、農業競争力強化基盤整備事業費について説明する。） 

○議長 続いて、農林水産課長。 

 （農林水産課長、農地集積・集約化対策事業費、林業政策費について説明す

る。） 

○議長 続いて、まちづくり推進課長。 

 （まちづくり推進課長、商工政策費、観光費、道の駅産業振興費について説

明する。） 

○議長 続いて、土木建築課長。 

 （土木建築課長、土木総務費、橋梁費、過疎対策道路事業費、一般単独道路

事業費、住宅管理費について説明する。） 

○議長 続いて、副町長。 

 （副町長、消防費、災害対策費について説明する。） 

○議長 続いて、教育委員会事務局長。 

 （教育委員会事務局長、事務局費、学校管理費（小学校）、給食センター費、

学校管理費（中学校）、社会教育総務費、町民センター費について説明す

る。） 

○議長 以上で、歳出の説明を終わります。続いて、歳入に入ります。８ペー

ジ、９款、地方特例交付金から。副町長。 

○副町長 それでは８ページをお願いいたします。 

 （副町長、歳入、地方債補正の追加について説明する。） 

○議長 以上で、歳入の説明を終わります。 

続いて、議案第15号、令和元年度阿武町国民健康保険事業（事業勘定）特別

会計補正予算（第３回）について、執行部の説明を求めます。健康福祉課長。 

○健康福祉課長 議案書の49ページをお願いします。議案第15号、令和元年度
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阿武町国民健康保険事業（事業勘定）特別会計補正予算（第３回）について説

明します。今回の補正は予算の総額に6,856万円を追加し、予算の総額を6億

9,600万4,000円とするものです。 

（健康福祉課長、歳出、歳入について説明する。） 

○議長 続いて、議案第16号、令和元年度阿武町国民健康保険事業（直診勘定）

特別会計補正予算（第２回）について、執行部の説明を求めます。健康福祉課

長。 

○健康福祉課長 議案書50ページをお願いします。議案第16号、令和元年度阿

武町国民健康保険事業（直診勘定）特別会計補正予算（第２回）について説明

します。今回の補正は予算の総額に37万円を追加し、予算の総額を5,768万

3,000円とするものです。 

（健康福祉課長、歳出、歳入について説明する。） 

○議長 続いて、議案第17号、令和元年度阿武町介護保険事業特別会計補正予

算（第３回）について、執行部の説明を求めます。健康福祉課長。 

○健康福祉課長 議案書の51ページです。議案第17号、令和元年度阿武町介護

保険事業特別会計補正予算（第３回）について説明します。今回の補正は予算

の総額に4万9,000円を追加し、予算の総額を6億9,302万9,000円とするもので

す。 

（健康福祉課長、歳出、歳入について説明する。） 

○議長 続いて、議案第18号、令和元年度阿武町簡易水道事業特別会計補正予

算（第２回）について、執行部の説明を求めます。土木建築課長。 

○土木建築課長 議案書の52ページをお願いします。議案第18号、令和元年度

阿武町簡易水道事業特別会計補正予算（第２回）について説明します。今回の

補正は予算総額に820万円を追加し、予算総額を6,775万円とするものです。 

（土木建築課長、歳出、歳入について説明する。） 
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○議長 続いて、議案第19号、令和元年度阿武町漁業集落排水事業特別会計補

正予算（第１回）について、執行部の説明を求めます。土木建築課長。 

○土木建築課長 議案書の53ページをお願いします。議案第19号、令和元年度

阿武町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１回）について説明します。今

回の補正は予算総額に40万円を追加し、予算総額を4,037万8,000円とするもの

です。 

（土木建築課長、歳出、歳入について説明する。） 

○議長 以上で議案説明を終わります。 

日程第25 委員会付託 

○議長 日程第25、委員会付託を行います。 

 お諮りします。ただ今議題となっております、議案第１号から議案第19号の

19件につきましては、会議規則第39条第１項の規定により、一括して、阿武町

行財政改革等特別委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ声あり。） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第１号から議案第19号までの19

件については、阿武町行財政改革等特別委員会に付託することに決定しました。 

以上で、本日の議事日程は全て終了しました。本日は、これをもって散会と

します。 

全員ご起立をお願いします。 

一同礼、お疲れさまでした。 

 

散 会   17時20分 
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地方自治法第123条第２項の規定により署名します。 

 

阿武町議会議長 末 若 憲 二

阿武町議会議員 田 中 敏 雄

阿武町議会議員 清 水 教 昭

 


